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資料１ 

総合科学技術・イノベーション会議

第８５回生命倫理専門調査会議事概要（案）

日 時：平成２６年１０月１０日（金）９：３１～１２：０１

場 所：中央合同庁舎第８号館８階 特別中会議室

出席者：（総合科学技術・イノベーション会議議員）

原山優子

（専門委員）

青野由利、阿久津英憲、加藤和人、高木美也子、辰井聡子、

田辺 功、玉井眞理子、田村京子、町野 朔、水野紀子、

森崎隆幸、吉村泰典

（招聘者）

文部科学省研究振興局ライフサイエンス課生命倫理・安全対策室

安全対策官 御厩祐司

厚生労働省医政局研究開発振興課課長 神ノ田昌博

事務局： 倉持隆雄政策統括官、森本浩一審議官、山岸秀之審議官、

桑島昭文参事官、尾崎福栄参事官

議 事：１．開 会

２．議 題

（１）ヒトＥＳ細胞に係る関係指針の見直しの検討状況について

（２）ヒトＥＳ細胞等から作成される生殖細胞によるヒト胚作成研

究について

（３）その他

３．閉 会

（配布資料）

総合科学技術・イノベーション会議 生命倫理専門調査会 名簿

資料１   第８４回生命倫理専門調査会議事概要（案）

資料２－１ ヒトＥＳ細胞の取扱いに係る指針の見直しについて

資料２－２ ヒトＥＳ細胞に係る指針案に関するパブリックコメントの結果

概要

資料３ ２つの指針案のポイント（検討事項）と答申に向けての論点

資料４ 生命倫理専門調査会におけるヒアリングの概要及び主な議論
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 参考資料１ 総合科学技術・イノベーション会議生命倫理専門調査会報告書

（平成26年４月24日）への対応について 

               （第８３回生命倫理専門調査会資料３－１） 

 参考資料２ 新指針案・現行指針・条文比較表 
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議事概要： 

（原山会長）時間になりましたので、第85回の生命倫理専門調査会を開催さ

せていただきます。 

 まずは、事務局から出席状況と資料についての説明をお願いいたします。 

（尾崎参事官）本日は、総合科学技術・イノベーション会議議員と専門委員の

合計19名のうち、既に過半数を超えていますので、会議は成立することをご

報告いたします。 

 大西先生は、本日急遽ご欠席というご連絡をいただいております。玉井先生

につきましては、少しおくれると聞いております。加藤先生については、10

時20分ぐらいの到着予定でございます。 

 本日は、議題１の関係で文部科学省生命倫理・安全対策室の御厩安全対策官、 

厚生労働省研究開発振興課の神ノ田課長にご出席をお願いしております。 

 続きまして、資料の確認のほうに移らせていただきたいかと思います。 

 お手元の資料のダブルクリップを外していただきますと議事次第というのが

あるかと思いますが、その裏を見ていただきますと、配布資料一覧ということ

になってございます。 

 配布資料といたしましては、議事次第と生命倫理専門調査会名簿、あとは資

料番号だけ申し上げますが、資料１、資料２－１、資料２－２、資料３、資料

４と参考資料１と参考資料２、あと「当日配布（参考資料）」というのが１つ

あるかと思います。 

 あと机上にはドッチファイルで参考資料一式というものがございますが、こ

の資料につきましては、議論に関係すると考えられている指針等を集めたもの

でございまして、今後の会議で使用していくものですので、そのまま置いてい

っていただきたいかと思います。 

 資料に過不足のある場合は、事務局にお申しつけください。よろしいでしょ

うか。 

 発言の際は、今回もお近くのマイクでお願いいたします。 

 事務局からは、以上でございます。 

（原山会長）ありがとうございました。 

 では、早速でございますが、前回84回の議事録に関しまして既にチェック

していただいてあると思いますが、よろしければ承認させていただきます。あ

りがとうございました。 

 では、中身のほうに入ります。きょう通常よりか長くて２時間半なんですけ

れども、よろしくお願いいたします。 

 議題は２つございますが、特に１のほうが議論させていただく点でございま
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す。 

 まず、初めの議題、「ヒトＥＳ細胞に係る関係指針の見直しの検討状況につ

いて」のほうに入らせていただきます。 

 バックグラウンドなんですが、文科省と厚労省におきましてヒトＥＳ細胞の

樹立に関する指針案、そしてヒトＥＳ細胞の分配及び使用に関する指針案とい

うものが公表されまして、その次のステップとしてパブコメが入り、その結果

を踏まえて、文科省の生命倫理・安全部会での審議が10月８日に行われたと

いうことでございます。最終的な指針案というのがその場で承認されて、まず、

それについてお話を伺うということでございます。 

 我々のほうでは、そのプロセスが終了した段階で、総合科学技術・イノベー

ション会議のほうに諮問という形でもっていただき、それを受けて我々の議論

を踏まえて回答するということです。 

 既に中身の議論については進めて、きょうもその議論を続けさせていただき

ますが、まず最終的な指針案につきまして、これまでの検討に対して修正があ

った部分などについてお話しいただければと思います。よろしくお願いいたし

ます。 

（文部科学省：御厩）まず、資料２－１をお願いします。前回の会議終了後に

修正いたしました条文について、まずご説明したいと思います。 

 ３枚ほどおめくりいただきまして、スライド13番「ＥＳ細胞の使用の要

件」のところでございます。こちらにつきましては、現行の指針に「ヒトＥＳ

細胞の使用は、次に掲げる要件を満たす場合に限り、行うことができる」とい

うことで、「基礎的研究を目的としていること」という、言葉が入っておりま

した。これを原案では、このまま書いていたのですけれども、「基礎的研究を

行うものであること」という形に修正することといたしました。これはパブリ

ックコメントの中で、多くの研究は医療への応用を目的として行っているもの

であって、基礎的研究は目的ではなく、手法であると、そういった趣旨のご意

見があったことも踏まえて、「基礎的研究を行うものである」という表現にし

たということでございます。 

 次に、２枚おめくりいただきまして、スライド19番「再同意」に関する規

定でございます。こちらにつきましては、前回のこの会議におきまして「表現

がわかりにくい」というご指摘がございましたので、その後、条文を修正させ

ていただくことにいたしました。 

 まず、第24条の５項のところで、「再度インフォームド・コンセントを受

ける手続」、これを「再同意手続」というふうに定義いたしまして、第25条

の第３項、これはインフォームド・コンセントを受ける際の説明書の記載事項
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を列挙しているところでございますけれども、そちらの十五号で「再同意手続

を行う可能性がある場合にあっては、次に掲げる事項」、これをＩＣの説明書

に書いておくことということで、イが再同意手続を行う可能性があると、ロが

再同意手続を行うことについてあらかじめ同意いただいている場合に限って、

この再同意手続は行うと、こういう方法で行うと。そして、ハのところで再同

意手続を行うことについて同意をいただいたとしても、その撤回は可能である

ということと、その方法。これを最初のＩＣの説明書の中に再同意手続を行う

可能性がある場合は書いておくということで、条文を修正させていただきまし

た。 

 以上が条文の主な修正点でございます。 

 続きまして、資料２－２をごらんいただきたいと思います。 

 資料２－２は、この指針案につきましてパブリックコメントを行った結果で

ございます。一部は条文の修正に反映させていただいております。 

 実施期間は８月８日から９月６日の30日間、57通のご意見をいただきまし

た。多くは実際ＥＳを使っておられる研究者の方からのご意見だと受けとめて

おります。 

 主なご意見でございますけれども、まず樹立の指針につきましては、多くの

難病を救うことを期待して受精卵を提供されているので、多くの難病を救う、

そういう道をつくってくださいというご意見ですとか、あるいは個人情報を守

ることをしっかり考えていただきたいというご意見、あるいは樹立機関や提供

医療機関、文科省の審査という多重審査は不必要であるというご意見。あるい

はその審査の際にそれぞれの委員会で異なる判断があった場合にそれを調整す

る仕組みがつくられていない、といったようなご意見がございました。 

 次に、分配と使用に関する指針につきましては、分配機関というものは事実

上機能しないと。樹立機関から臨床利用機関へ直接分配可能とする必要がある

といったご意見や、あるいは同一共同研究下の複数機関で一括して申請してＥ

Ｓを扱えるようにならないのかですとか、あるいは使用者の登録をもっと簡略

にできないのか。例えば、機関一括で登録することはどうかといったご意見で

ございます。 

 このご意見につきましては、イメージ的には、個人名を挙げずに「○○研究

所の研究員」という形で登録いただいて、不特定の研究者が利用するという、

そういうことを想定して提案されているものと受けとめております。 

 次の、使用研究の多くは臨床に向けての研究として実施されている使用研究

の「目的」を基礎的研究に限定する必要はないというご意見につきましては、

先ほどご説明いたしましたとおり、条文を修正いたしております。 
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 次に、これはそもそも論なわけでございますけれども、ＥＳを使用するため

に文科省への登録、正確には届け出でございますけれども、届け出が必要なの

かといったご意見もございました。 

 このほか全体的なご意見としましては、こういう大事なことを文科・厚労大

臣のもとで決めていいわけがないというご意見がある一方で、臨床利用へ指針

が改正されることは再生利用に大きく貢献するといったご意見、これは３件ほ

どございました。 

 なお、ＥＳ細胞はそもそもつくるべきではないですとか、使うべきではない

といったご意見は１件もございませんでした。 

 また、この調査会でもご議論いただいておりました偶発的所見の開示のこと

ですとか、あるいは連結可能・不可能のことですとか、そういうことに関する

ご意見も特にございませんでした。 

 以上がパブリックコメントの結果でございます。よろしくお願いいたします。 

（原山会長）ありがとうございました。今のご説明に関して、これからの議論

の中で必要に応じて、またご質問なりあれば受けさせていただきますので、こ

のまま進めさせていただきます。 

 では、資料なんですが、この長いほう、資料３のほうに沿って進めさせてい

ただきます。前回の書類とかなり似ているんですけれども、違うところは「結

論（案）」というものを書き込ませていただいております。これは、これまで

の議論を踏まえた形である種のコンセンサスがあったものとして考えられる点

についてまとめております。 

 ですので、順繰りに事項１から追って確認の作業をさせていただいて、ある

種の我々のコンセンサスとしての結論というものにいきたいと思います。 

 では、事務局のほうからお願いいたします。 

（尾崎参事官）資料３につきまして説明をしていきたいかと思います。 

 先ほど原山会長のほうからお話ありましたように、この間と同じようにブロ

ックに区切って説明していきたいと思います。 

 それで、まず２ページをあけていただきたいかと思います。 

 一応念のために確認ですが、この表につきましては、まず左から２番目のと

ころに「指針内容」欄というものがありまして、そこに赤字で書いてあるとこ

ろ、これは現行の関係条文からの変更したところということになりますので、

赤字が多いところは新規ということになります。 

 また、その「指針内容」欄の一連のところで緑字で書いたところがございま

して、これは先ほど文部科学省さんのほうから説明ありましたパブリックコメ

ントに付した指針案からの変更箇所ということでございますので、先ほどお話
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あったことについて、このように反映させていただいているところでございま

す。 

 次、続きまして「論点」欄につきましては、基本的には前回と同じなんです

が、前回の議論の中で、事務局の書き方により少しミスリーディングをしてい

るとかの指摘があり、そういうものの取消や多少文言の追加した部分は青字で

書かせていただいています。後者については内容的にはそんなに変更はないと

ころでございます。 

 それでは、まず事項１と事項２について説明いたします。 

 事項１については、指針の適用範囲に関係するところでございまして、その

範囲自体が論点でございます。「結論（案）」欄を見ていただきますと、まず

今回は、我々の４月24日の専調のクレジットでのまとめを引用しつつ書いて

ございまして、「ヒトＥＳ細胞等を臨床利用が行われる必要な環境が整備され

たと考えられ、状況は変化した。臨床利用までを見据えたヒトＥＳ細胞の樹立

段階の倫理的妥当性を確保する枠組みを整備することは、妥当」ということで、

今回の整備等については妥当であると書いております。 

 また、「臨床利用に用いるヒトＥＳ細胞の細胞培養加工施設や提供機関等の

移送については、再生医療等安全性確保法の手続に基づき行われると。基礎的

研究に用いるヒトＥＳ細胞の「分配機関」に関す規定については、使用指針に

移行してまとめているということは妥当である」というふうに書かせていただ

いているのが事項１でございます。 

 続きまして事項２です。 

 事項２は、ヒトＥＳ細胞の樹立の要件ということで、これにつきましては

「結論」のところを見ていただきますと、「あらゆる医療目的に利用するため

に樹立するものではなく、法律や国の指針等により制度化された基準に基づき、

臨床利用までを見据えた樹立を行えることとすることは、ＥＳ細胞を誠実かつ

慎重に取扱うことに繋がり、妥当である」と書かせていただいているものであ

ります。 

 「ヒトＥＳ細胞を誠実かつ慎重に取扱う」という言葉には（＊）が打ってあ

りますが、それは下に記載がありまして、これは現行の分配指針とか樹立分配

指針にその旨、ヒト胚及びヒトＥＳ細胞に対する配慮の記載があることから書

かせていただいているものでございます。 

 以上でございます。 

（原山会長）ありがとうございました。 

 まずは事項１と２について、この「結論（案）」に対しまして何かご意見ご

ざいましたら承ります。 
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 基本的には、これまでの考え方にのっとって、この項目に関しては妥当であ

るという書きっぷりと、書き方につきましては既存のこれまでの資料の言い回

しというものを使っているというところでございます。 

 特段ございませんでしたら、ここで承認いただいたということでよろしいで

しょうか。 

 ありがとうございました。 

 事項３に関しましては変更点はないということですので、できればこれはこ

のままの形ということでよろしいでしょうか。 

 では続きまして、４からお願いいたします。 

（尾崎参事官）事項４につきましては、ヒトＥＳ細胞の樹立に関する手続でご

ざいまして、４ページから５ページにかけて各種の手続が載っているわけです。

これまでは基礎的研究利用の関係での樹立というところから基礎的研究利用か

ら臨床までを見据えたところの樹立に変化したいうことなので、そこの事項の

ところに書いてございますように、文部科学大臣への手続が文部科学大臣また

は厚生労働大臣、いわゆる主務大臣への手続へと変更されたということです。 

 分担については、念のため確認ですが、５ページ目の一番最後の欄、新・樹

立指針の第45条に、「この指針における主務大臣は、第６条第１項第１号

イ」とか、これは先ほどの事項２のところに書いてある内容でございますが、

このイ及び同条第２項第１号は文科大臣、ロは厚労大臣が主務大臣となります。

同条第２項第１号というのは、ヒトクローン胚の話でございます。 

 「結論（案）」のところですが、５ページの第45条の右から２番目の欄を

見ていただいて、基本的には「樹立計画等について国（主務大臣）の確認又は

状況報告を引き続きするとしたことは、妥当である」としています。 

 それで、その後に続く記載ですが、これにつきましては前回、ご意見いただ

いた内容で、「研究者の視点に立って、研究機関が臨床利用を見据えた樹立を

行う場合に、「指針」に基づいて行う手続のほか、将来を見越しての「再生医

療等安全性確保法」等に基づいて行っておかなければならない事項について、

指針を解説するガイダンス等の中でわかりやすく説明しておくことが望まれ

る」としています。 

 また、「指針の運用については、文科省、厚労省で十分な連携を図り、合理

的に行っていくべきである」ということを追加させていただいております。 

 その他の条文については、念のため４ページに戻っていただきまして、上か

らですが、第16条関係の２つ目の記載の塊のところは樹立計画を国に出すと

いうことですが、これは「樹立計画の国による確認の手続を継続していること

は、妥当である」としています。 



 

 

－9－ 

 続いてその下に行きまして、次の塊は第17条関係で、これは計画の変更の

話であり、それも同じように妥当としています。 

 次、５ページに行きまして、第18条、第19条、第26条と、進行状況等の国

への報告、樹立計画の終了の国への報告、樹立した際、通知を国に出すという

こと、これら全て妥当というようにとりあえず書かせていただいているもので

ございます。 

 以上でございます。 

（原山会長）ありがとうございました。 

 本件、事項４につきまして何かご意見ございましたら承ります。ご質問でも

結構です。 

 阿久津さん、どうぞ。 

（阿久津専門委員）５ページの第45条の「結論」の中で、「研究者の視点に

立って」という段落なんですけれども、そこで「将来を見越しての「再生医療

等安全性確保法」等」となっていますけれども、これは厳密に２つしかないの

で。 

 あと「医薬品医療機器等法」。これ「等」は、「医薬品医療機器等法」のこ

とですか。 

（尾崎参事官）実際のところは、細胞加工施設の許可とかを受けておかなきゃ

いけないというところがメーンだと思いこのように記載したものです。もしか

したら、薬事法は余り関係ない事項かなと思ったものです。 

 また、先生おっしゃったように「等」は、もしかしたら薬事法でも考えてお

かなきゃいけない事項があるかもしれないということで書きました。 

 すみません、「等」に、薬事法というか「医薬品医療機器等法」ということ

に書くことは全然問題ないと考えています。 

（原山会長）「等」と書くと、ちょっと曖昧になるところもあるのと、本当に

必要なのかと２つ議論しなくちゃいけないんですけれども、今回はある程度含

むものを想定しての「等」だということなんですが。 

（阿久津専門委員）そうすると、書いていただいたほうがよろしいかと。 

（原山会長）スペシフィックに書いたほうが曖昧にならないということで。 

 どうでしょうか。 

（尾崎参事官）そのようにいたしたいと思います。 

（原山会長）では、そこの点を修正ということで。 

 ここの「結論」の部分というのは、今この文面は場所によって細かく説明し

てあるところ、「妥当である」と両方あるんですけれども、これは皆さんの総

意というものをここでもってまとめさせていただいて、最終的な答申案のほう
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にはもう一回作文をし直しますので、そこでも細かく見ていただくことは可能

ですので、本日の作業というのは、皆さんのご意見の総意というものをここで

まとめたい。細かいところは、またつけ加える可能性もございますので、ご了

承くださいませ。 

 では、ここの事項４に関しまして、ほかにご意見ございませんでしたら、次

に進ませていただきます。ありがとうございます。 

 では、次は事項５をお願いします。 

（尾崎参事官）続きましては、事項５と事項６をあわせて説明したいと思いま

す。 

 事項５につきましては、樹立機関から使用機関、基礎的研究利用に指針上な

りますが、使用機関に対してのヒトＥＳ細胞の移動に関する条文でございます。 

 これにつきましては、まず見ていただきまして最初のカラムで第２条関係が

ありまして、この「18 使用機関」につきましては、先ほど文科省さんから

説明がございましたように、使用機関の定義の言葉が少し変わったので緑色に

なっているものです。 

 あとに続いて第41条、第６条が書いてありますが、基本的には、条文上書

きあらわす用語を変えたことでございまして、「論点」のところにもございま

すが、内容的にはいわゆる“「樹立機関」から「使用機関」へのヒトＥＳ細胞

の分配”、“「分配機関」から「使用機関」へのヒトＥＳ細胞の分配”につい

て、それぞれ引き続き同じ要件となっているものでございますので、「現行と

同じであり、妥当である」と書かせていただいているところでございます。 

 続きまして、７ページに移っていただきたいかと思います。 

 ７ページにつきましては、これは、またヒトＥＳ細胞の別の移動関係でござ

いまして、ここにつきましては新規のこれまでの現行指針にはない概念でござ

います。「使用機関」から「臨床利用機関」というところへのヒトＥＳ細胞を

移行させる内容でございます。 

 臨床利用を見据えたヒトＥＳ細胞の樹立を行うために、そのＥＳ細胞をどの

ように臨床利用に提供するかというところで、「臨床利用機関」という概念を

新たに導入しているものでございます。確認ですが、この「臨床利用機関」と

いうのは、法律の「再生医療等安全性確保法」では「再生医療等提供機関」、

「医薬品医療機器等法」では「治験依頼者」や「実施医療機関」が該当すると

いうところになるかと思います。 

 それで、おさらいですが、第７条のところに書いてあることは、使用機関か

ら臨床利用機関にヒトＥＳ細胞の分配について、「次の要件を満たす場合に限

り、行うことができる」ということになっており、それがイからチまで書いて
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あるものです。これについて、使用機関と臨床利用機関の間の書面による契約

を締結してこのことを確認して受け渡しを行うという条文でございます。 

 これにつきましては、「結論」欄を見ていただきますと、（１）と書いてご

ざいますが、「臨床利用を行う「臨床利用機関」へのヒトＥＳ細胞の分配につ

いては、法律や国の指針等により制度化された基準に基づく使用の手続を経る

こと等一定の要件を求めたうえで、「使用機関」から」─「の」が抜けてな

いですが、「から分配のみとしていることは、妥当である」というとしていま

す。その理由としては、前回議論があったことについて少し例示をしておりま

して、その１つとしては、「再生医療法等の法令の「再生医療等提供機関」へ

のヒトＥＳ細胞の受け渡しの流れを明確にすることになる」ということと、

「人への安全性に十分な配慮となされることに通じること」とか、「ヒトＥＳ

細胞の濫用を防ぐ」ということを理由として挙げているものでございます。 

 続きまして（２）に行きまして、「また、当該分配の要件として、現行の基

礎的研究利用を行う場合に不適切な使用を行わないために求めていた種々の関

係規定」、これは左側の欄の①を見ていただきますと、先の契約内容について

は、何らかの規定が現行指針でもあるということが確認できます。それらを契

約として書面にあらわして締結するということにしているので、これについて

は「不適切な使用を行わないこと」を契約でですが、「担保することとなり、

妥当である」と書いているところです。 

 あと（２）の「関係規定」の文章で（＊）を書かせていただきましたところ

は、「不適切な使用を行わないというのは、ヒトＥＳ細胞を誠実かつ慎重に取

り扱うために定めていると考えられる規定」とを考えていると記載しています。 

 また、第７条の「指針内容」欄の一番下の行の赤字のところで漢数字の

「二」というところがありまして、「必要な経費を除き、無償で分配をするこ

と」とありますが、もちろん、「無償での分配についても妥当である」として

います。 

 そのほか、次の８ページのほうを見ていただきますと、いろいろな「使用の

進行状況の報告」の関係とか、「分化細胞の取扱い」の関係の条文がございま

して、これにつきましては「「使用機関」の使用責任者が、「臨床利用機関」

への分配状況について報告書を作成し、使用機関の長に提出する」という項目

が新たに加わっており、これは「妥当である」と考えるとしています。 

 あと「分化細胞の取扱い」のところですが、「第35条の３項関係」と書い

てありますが、前回の資料では、第35条から続いて書いてある文章の部分と

２の部分がみんな「（略）」、「（略）」と書いていたものですので、ここは

条文を書いたほうがよりわかりやすいと考え、追加して書かせていただいたも
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のです。ここは「分化細胞のうち、「使用機関」が生殖細胞をもし作成したな

ら、それは「臨床利用機関」には譲渡しない」ということについて「妥当」と

に書かせていただいているところでございます。 

 事項５と事項６の説明については、以上でございます。 

（原山会長）ありがとうございました。 

 ５、６について、ご審議いただきます。 

 あとそれから事項６のところの第７条の「ニ」のところは、パブコメの後に

言い回しが、それが緑色で書かれている「倫理的な識見を向上させる」と、こ

れは言い回しが変えたというところですよね。 

（文部科学省：御厩）これは、もともと「認識」という言葉であったのですけ

れども、省内の法令のチェックの中で「認識」ならば「深める」、「向上させ

る」ならば「識見」というのが用例だという指摘がありまして、こう変えてお

ります。 

  

（原山会長）ありがとうございました。 

 ５、６に関しまして、いかがでしょうか。 

 これもこれまでのご議論にのっとって結論を導き出したという作業でござい

ます。 

 田村さん、どうぞ。 

（田村専門委員）今さら確認で申しわけないんですけれども、７ページの第７

条の一のイからチというのは、臨床利用機関がこういうことを守りますという

意味ですよね。 

（尾崎参事官）使用機関が臨床利用機関にＥＳ細胞を出すときに、臨床利用機

関がこういうことをやるとかやらないということの契約を守りますということ

の担保をもらってやってくださいということが書いてあるところです。先生が

おっしゃったように、臨床利用機関はこういうことはしない、またはするとい

うことを守りますということになります。 

（田村専門委員）そういたしますと、ロの「分配を受けた機関は」というのは

書かなくてもいいのかなと思うんですけれども。 

（原山会長）これは、自分が受けた場合に第三者にまた流さないという歯どめ

のための項目だと思うんですが。 

（田村専門委員）臨床利用機関は、ほかに流さないという意味ですよね。 

（尾崎参事官）臨床利用機関は、ほかに流さないことを条件としますという意

味だと思います。 

（田村専門委員）全部「臨床利用機関は」というのが主語なんだろうと思うの
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で、ロのところにわざわざ入れる意味は、何か特別な意味があるのかなという

質問になります。 

（原山会長）主語がほかの項目では書かれていないので、ここだけ特に書いて

いる何か意味があるのかということですね。 

 文科省さん、いかがでしょうか。 

（文部科学省：御厩）特別な意図を持って書いたわけではございません。 

 意味合いとしては、分配を受けた臨床利用機関で、それをさらにほかの機関

に渡さないように、ということでございます。 

（田村専門委員）どちらでもいいと言えばどちらでもいいんですけれども、取

られたほうがすっきりするということはないでしょうか。 

（文部科学省：御厩）最後の法令チェックのところで検討させていただきます。 

（原山会長）ありがとうございました。 

 そのほかは、いかがでしょうか。 

 特段ございませんでしたら、事項７のほうの説明に入ります。 

（尾崎参事官）事項７につきましては、ヒト受精胚の提供者の個人情報の取扱

い関係でございます。 

 そこにあります第25条と次の10ページ目の第27条というのがございまして、

この２つによって個人情報の基本的な取り扱いが規定されていると見ていただ

ければと思います。 

 それで、「論点」欄のところにございますが、「個人情報の保護の具体的な

方法（匿名化の方法を含む）。」という記載により、新・樹立指針では、個人

情報の取り扱いについて、連結可能と連結不可能といずれも可とできるように

していることは妥当であるか」という論点であったかと思います。 

 この条文につきましては、そこの括弧のところに書いてございますが、基礎

的研究利用のみの場合も、この条文で読むということもありますし、臨床利用

までを見据えた場合もこの条文で読むということになっていますので、基本的

にはそれら両方が読めるようにこういう条文になっているというふうに理解を

したものと思います。 

 【参考】のところの①にありますが、再生医療等安全性確保法につきまして

は、施行規則において、そこに赤字で書いてあるような扱いをするというふう

になっているものでございます。 

 あともう少し下のところに黒ポツがありまして、本専門調査会の中では「輸

入されるヒトＥＳ細胞を使用する場合によっても、この２つの方法による匿名

化を選択可能とすることは妥当であるか」というところの論点もあったかと思

います。 
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 「結論」欄のほうに行きまして、最初のことにつきましては、「ヒト受精胚

の提供者の個人情報の取り扱いについて、これまで基礎的研究利用の下でヒト

受精胚とその提供者の個人情報を照合できない措置を講じることを要請してい

た」としています。 

 続けて「今回、基礎的研究の動向及び、樹立されたヒトＥＳ細胞の臨床利用

を見据え、提供者の個人情報の保護を図りつつ、指針案上連結可能匿名化と連

結不可能匿名化のいずれも可とできるようにしていることは、妥当である」と

書かせていただいているところであります。 

 「なお」以下のところにつきましては、我々は４月24日にまとめたところ

の「連結不可能匿名化」の関係の記載では結構な条件がつけられていて、見方

によったら、ほぼ連結可能に近いんじゃないかというような委員の先生からの

議論もあったところでつけ加えさせたものでございまして、「なお、「連結不

可能匿名化」を採用し、かつ個人（識別）情報以外の情報を樹立機関等に提供

しようとする場合については、ヒト受精胚の提供者が誤解して同意しないよう、

インフォームド・コンセントを受ける際に、どのような情報を提供する予定で

あるのか等について丁寧に説明しておくことが望ましいと考える」とつけ加え

させていただいています。 

 また、少し下に行きまして、輸入ＥＳにつきましては、輸入されるＥＳ細胞

の取り扱いについては、ここのところは特段現行指針と今回の指針への反映の

中は変わっておりませんことを確認したかと思いますので、「妥当である」と

いうふうに書かせていただいているものでございます。 

 10ページ目のほうに行きまして、第27条関係ということで、先ほど言いま

したように、個人情報の取り扱いは第25条と第27条によって決まってくると

いうことで、これにつきましては、「第一種提供医療機関で責任をもって提供

者の個人情報の保護に対応することは、妥当である」としています。 

 赤字のところにありますように、いわゆる受精胚、余剰胚とかを提供する機

関以外の機関において個人情報を照合できないように、主体としては、提供医

療機関がちゃんと措置すると書いてございますので、そういうふうに書かせて

いただきました。 

 以上でございます。 

（原山会長）では、ここの事項７についてコメント、ご質問などございました

らお受けいたします。 

 青野さん。 

（青野専門委員）すみません、前回休んでしまったのでわからなくなっている

部分もあるのかもしれないんですけれども、９ページの「結論（案）」の２パ
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ラグラフ目で「ヒト受精胚の提供者が誤解して同意しないよう」というのがあ

るんですけれども、これがつまり何を意味しているのか。すみません。 

 ずっと議論をしてよくよくわかっている人はわかるのかもしれないんですけ

れども、これはこれだけ読んでもわかるものであったほうがいいと思うんです

けれども。つまり、これはどういう意味ですかというのをもうちょっと。 

（尾崎参事官）連結不可能匿名化というところで普通に考えたり、これまでの

運用については、提供者の一切の個人情報は外に出ていかないようにしていま

した。もう無くして全くわからないというふうにすると書いてあったことがあ

りまして、ただ、今回はどのような運用をされるかということにもよりますが、

我々が４月24日にまとめたところの連結不可能につきましては、10ページ目

の右の欄の下のところに「連結不可能匿名化とする場合の留意事項」でいろい

ろな条件をつけていたので、その内容からすると、いわゆる個人を識別できる

情報から切り離したような例えば診療情報は、提供する胚に結びつけて提供し

ておけばいいんじゃないかというようにしています。そういったことについて

の何も情報が出ない、一切どの情報も何も出ないということなんだと誤解しな

いようにという意味でここでは書かせていただいたところです。 

（青野専門委員）それを何かわかるように書いたほうがいいんじゃないかなと

思うんですけれども。 

（原山会長）今の説明があると誤解する可能性があるということが理解できる

んですが、ここのパーツだけ読むと、どういう誤解が生じるであろうというこ

とがわからないので、このままの形にしてしまうと、臆測みたいなのが出てく

る可能性があるので、それこそさっきの10ページのほうにリファーするとか、

何らかの形で誤解の意味がわかるようにしておくことが必要じゃないか。 

（青野専門委員）わかるようにしないと、さらに誤解しちゃうんじゃないかと。 

（原山会長）いかがでしょうか。 

（尾崎参事官）連結不可能の場合にどのような運用を実際２省のほうがされる

かということもありますが、我々の記載の運用の理解ということであるならば、

そこはちゃんとわかるようにすると考えています。結局、ある情報出てきます

よということです。個人のどこの誰かという情報は出ないけれども、例えばカ

ルテの、例えば、いろいろな不妊治療のときにチェックするようないろいろな

検査項目の情報とか、それは出てきますよとか、そういうことを意味していま

す。そこはわかりやすく。基本的には誤解しないように書かなければいけない

のかの意味、こういう情報が出てくる可能性があるというふうに、ここの記載

は少し修正したいと思っています。 

（原山会長）誤解というのは、全く情報がゼロということではなくてというふ
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うなことですよね。 

（尾崎参事官）はい、そういう意味です。 

（原山会長）そういう言い回しで書いたほうがわかりやすいのかな。その辺ま

た調整。 

 阿久津さん。 

（阿久津専門委員）そもそも「誤解」という言葉が必要なのかなと非常にとて

も違和感を思いまして、当然、これやるほうとしては、別に連結不可能匿名化

に殊さらよくご理解いただくというのは、これだけではなくて全てにおいてそ

ういう手続を踏むのであって、ここに「誤解」と書いてあると、あたかもほか

の説明のことまで、例えば恣意的にやっているようにもとられかねないので、

誤解がないようにきちんと説明するというのは、別にこれだけではないことで

すので、この「誤解」という言葉がすごく違和感があります。 

（原山会長）町野さん。 

（町野専門委員）おっしゃるとおりだと思いまして、ここのところに提供され

る情報があること、その種類について説明することは望ましい。これは、そう

いう意味ですよね。「誤解」と言っているのは、私が推測するに、連結不可能

匿名化にしておけば情報は一切伝わらず、そして本人の同一性もわからないで

あろうというような、その誤解があるからそういうことになっていると。 

 だから、恐らくこうやったとしても、幾つかの情報が出てくれば、モザイク

とかジグソーで本人に到達することは可能なわけですよね。だから、私はそこ

ら辺のことの混同があるように思いますから。 

（原山会長）連結不可能匿名化の意味することを説明した上で、この点をしっ

かりと説明しましょうという二段構成にしたらいかがでしょうか。初めのとこ

ろは、さきの情報量が全くゼロではなくて、こういうこともというのが先ほど

の10ページでしたか……があるということで。 

（尾崎参事官）そうですね。 

（原山会長）「誤解して同意しないように」というところは削除して、こうい

うことなので、これを説明するという。よろしいですか。 

（尾崎参事官）はい、そのように修正したいと思います。 

（原山会長）そのような形の修正でよろしいでしょうか。 

 では、次に進ませていただきます。事項８のほうお願いいたします。 

（尾崎参事官）続いては、事項８と事項９について続けて説明したいと思いま

す。 

 事項８については、ヒト受精胚の提供者への再同意の項目でございます。先

ほど文科省さんからの説明で、少し条文がパブコメとかによって修正されてい
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ますということがあったかと思います。それにつきましては、「指針内容」欄

のところで緑字で書いてあるところということでございまして、「提供者に対

しての再度インフォームド・コンセントの手続」ということを「再同意手続」

ということにして、その内容を踏まえた条文に変えているということでござい

ます。 

 事項８につきまして、まず第24条の関係のほうといたしましては、「結論

（案）」のところとして書かせていただいている内容は、「ヒト受精胚の提供

者の個人情報を連結可能匿名化した場合であっても、再度同意を求めることを

原則禁止としていることは、当該提供者の心情等に配慮したものと考えられ、

妥当である」としています。先ほどの連結不可能というところであればあり得

ないので、そういう意味で書いてございません。 

 続いて、第25条関係については、その下ということで、これについては、

最初の樹立計画の同意に関しての提供の同意のときに関して何らかの、その際

に提供者の方に条件というか、確認をしておくという内容でございますが、こ

れについては、「結論（案）」のところは、「ヒト受精胚の提供者の心情等に

配慮して、例外措置として再同意を受けることができるようにしたことは、妥

当である」というところを書いているところでございます。 

 続きまして、事項９のほうに行きまして、ヒト受精胚の提供者による同意の

撤回というところでございます。 

 事項８で再同意をした場合のその再同意の撤回ということの内容でございま

して、「再同意後も30日間は、再同意を受けたヒト受精胚又はヒトＥＳ細胞

の取扱いを行わないとすることは妥当であるか」という「論点」につきまして

は、「最初の同意と同じ撤回の期間を設定しており、妥当である」というふう

に書かせていただいているものでございます。 

 以上でございます。 

（原山会長）ありがとうございました。 

 事項８と９に関しまして、よろしくお願いいたします。 

 高木さん。 

（高木専門委員）何かテーブルをひっくり返すようで申しわけないんですが、

前回の会議から思っていたことです。この「再同意手続」というのが本当に必

要なのかどうかということです。 

 「説明書を提示し、分かりやすく、これを行う」って書いてありますが、す

ごくわかりにくいんですね、この再同意手続というのが。 

 例えば、ロのところですけれども、「再同意手続を行うことについてあらか

じめ同意を受けている場合に限り、当該再同意手続を行うこと」とか。それに
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ついて、また文部科学省からの説明というのがさらにもっとわかりにくくて、

「最初のＩＣの同意における、将来の再同意のための説明を行うことに関する

同意である」って、これは何を言っているんだかわからない。もし現時点で想

定されない目的とか方法によってヒトＥＳ細胞を使用することが必要になるよ

うな場合は、指針自体も見直しがあるんではないかと思うんです。 

「再同意を行ってはならない」で、いいんではないか。その以下の再同意手

続というのが本当に必要なのかどうなのかなという点についていかがでしょう

か。 

（原山会長）文科省さんのほうで細かい要素というか、根本的な考え方で、単

純にここの第24条、第25条を読むと相当な頭の体操をしないと、ここで何を

言いたいのかわからないと。それをさらに明確に本人には説明せよということ

になってくると、かなり難度が高い話で、ここまで複雑にする必要があるのか

というのもあると思うんですが、いかがでしょうか。 

（文部科学省：御厩）高木先生のご意見、非常によくわかるのですが、むしろ

逆のご意見も私どもの部会ですとか、委員会のほうでありまして、「再同意の

禁止」として禁止する必要があるのかどうかという、「何々を行ってはならな

い」という、そういう禁止規定まで設けないといけないことなのかどうかとい

う、そういう正反対のご意見もありました。なかなか難しい問題ですが、原則

行わないとした上で例外も認め得るという、そういう形にしたところでござい

ます。 

 また、内閣府のほうでつくられた「論点」のところの括弧書きに、「例えば

現在禁止されていることが容認される可能性がある」というふうに書いておら

れるのですけれども、例えば、今ご議論されているような生殖細胞から胚を作

成することについて、これが仮に認められるということになりますと、その段

階で、ではそれまでの間に樹立されたＥＳ細胞というのはどうなるのかと。 

 今は、生殖細胞から胚はつくらないということでご説明をして樹立されてい

ますので、そういうことに使うならば同意をとり直さなければ、使えません。

胚の作成にまで使用するという、目的といいますか、方法といいますか、そう

いうことが変わってきた場合に、改めてお伺いをして同意をとり直しで新たに

認められた方法で、その既存の株を使いたいといういう場合も考えられます。

そういうことで、提供者のご心情に配慮して、後日改めてＩＣのとり直しにお

伺いするということは原則しないこととしつつ、新たな禁止の解除ですとか、

利用できる範囲が拡大されたときに、拡大された範囲で使っていいでしょうか

という、そういうことをお伺いする可能性も残しておくと。 

 そういうことが考えられる場合は、再同意の手続を行う可能性がありますよ
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と。それは今ご同意をいただいている場合に限って、お伺いしますよと。その

再同意を行うことについて今同意をいただいても、撤回をいただくことが可能

ですよと。そういうことをインフォームド・コンセントを受ける際に説明しま

しょうということをこの第25条のところには書いてございます。 

（原山会長）現状のルールが変わった場合を想定して、どういう可能性がある

かという可能性を閉じない形で説明しているという、かつ本人の心情に対して

も配慮してという難しい作業。 

（高木専門委員）どうなんだろう、こんなに。 

（原山会長）高木さんのおっしゃりたいことは、もうちょっとシンプルな形で

書けないものだろうかというのが率直な意見だと思うんです。 

（高木専門委員）そうです。 

（原山会長）今おっしゃった条件というものを確実に盛り込むためには、この

ような言い回しが必要なのか。もうちょっとライトにわかりやすいことを文章

にできないだろうか。多分そういうご意見だと思って、私も同じ意見なんです

が、その辺、まず町野さん。 

（町野専門委員）確認なんですけれども、再同意を得ることがあることについ

てインフォームド・コンセントの手続をまず最初に置いておくということが前

提なんですよね。ということででき上がっているので、私はこれで仕組みとし

てはいいだろうと思うんですが、ただ、またこれでＱ＆Ａばかりつくるのが役

所の癖でございますからややこしいんですけれども、イメージとしてどういう

ときに再同意のこれが必要になるかということが説明でもしていただくとわか

りやすくなるだろうということと、それから文章といいますか、法文の作業に

ついて、これはわかりにくいことは確かで、私も理解するまでかなり苦労いた

しましたので、常人でも理解できるようなことをやっていただけたらと思いま

すが。 

（原山会長）同じような趣旨だと思いますので、可能な限り……。趣旨は皆さ

ん理解しているし、同じ方向を向いているんですけれども、それがわかりやす

いような形にできればしていただきたいということだと思います。 

（文部科学省：御厩）今回の指針ができましたら、「使用の手引き」というユ

ーザーがごらんになられる手引きをつくります。むしろ研究者の方はこの条文

自体を読まれるというよりも、「使用の手引き」をごらんになられて進められ

る場合が多いと思いますので、そちらで少し例なども含めながら解説したいと

思います。 

（原山会長）加藤さん。 

（加藤専門委員）遅れて来まして、申しわけありません。 
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 「参考」のところに書いてある、前回の委員会でわかりにくいと言ったのは

私です。今入ってきて読んだばかりですが、私にはよくわかります。論理的に

は結構きれいなのではないかと思います。ただ、文字が多いのでわかりにくい

という言い方もあるかもしれません。 

（原山会長）玉井さん。 

（玉井専門委員）今と同じ箇所なんですが、「結論（案）」のところに書いて

ある「ヒト受精胚の提供者の心情等に配慮し」という箇所の、その「心情等に

配慮し」という文言なんですが、今ご説明を伺うと、これは再同意ということ

に関して、提供した方々はそういうことをされることを余り好んではいないと

いうか、余り望んではいないんだけれども、そういうことが起きるかもしれな

いという、そういう前提なのだと思います。ただ、提供者の心情というのは非

常に複雑で、全く両極端ではあるのですが、自分たちが提供した受精胚が違う

目的で使用されることになるのであれば、せっかく提供したものなんだから、

ぜひ知らせてほしいという別な心情も多分あり得ると思うんです。 

 １回提供してしまったものなので、また何か目的が変わったとか、方法が変

わったとかといろいろ言ってこられるのは煩わしいと考える人もいれば、ぜひ

教えてほしいという人もいる。提供者の心情はそれくらい多様で複雑だと思い

ます。この点に関しては、以前の議論のときから気になっていた点なので、手

引きのところにでも何か書いていただくなりなんなりするほうがよいのではな

いかと思います。この文言だけだと、読んだほうは、せっかく提供したものだ

から、ぜひ知りたいと思っている人もいるだろうから、そういう心情に配慮す

るという意味なのかなと理解するかもしれません。そのような誤解も生じるよ

うな気がするので、そこが気になりましたというコメントです。 

（原山会長）どうぞ。 

（尾崎参事官）事務局が記載した心情というのは、これまでのこれに関しての

４月24日まとめるに当たっての流れで、先生が最初におっしゃったというか、

複雑なほうじゃなくて、提供者の方は余剰胚とか、いろいろなのを提供する際

には、妊娠されてハッピーな人もいるし、そうじゃなかった人もいるわけだか

ら、そういうのが前提になって、これまでは一切個人情報も提供しないように

しようという状況があったものですので、そういう意味でここでは、今回のこ

の案はそういう趣旨で書かせていただいたというところが、まずあります。 

（原山会長）玉井さんのご意見は、人それぞれのところがあって、一概にここ

にくくって、その心情に配慮してあるからと言ってしまうと、どちらかのケー

スに縛られてしまうので、この書き方でいいのかというご懸念だと思うんです

が。 
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 ここの「結論」の部分というのは、ここの専門調査会で書く文章であるので、

ここのパーツに関して、ここの修正案というものが「指針内容」というのが妥

当であるということは、ちょっと複雑ではありますが皆さんご了承いただける

ものであれば、ここでの「結論」の書き方というのは、もうちょっと考えた形

で、基本的には過去に戻ることを望まない人もいるという。 

 逆に、今おっしゃったように、科学の進歩のためではという方もいらっしゃ

るかもしれないので、その辺のところのバランスというものをどう書き込むか

ということになるかと思うんですが、あともう一つ、ここに「心情などに配慮

したこと」と書き込む必要があるのかということもあるかもしれませんが。こ

れまでの議論だと、ここに配慮すべきというのが皆様方のご意見で、ここに書

いてあると。なので、その辺は最終版のところで修正させていただければと、

可能性として。 

 町野さん。 

（町野専門委員）今おっしゃったので、私は本当に結構だと思いますけれども、

できたときというのは、私その場にいたのですが、とにかく先ほどご説明あり

ましたとおり、一切余剰胚を提供する当事者のことを考えて、これは絶対だめ

だという意識がかなり強かったので、もちろん、別のことを考えていらした提

供者の側というのは、もうちょっといろいろやってもらいたいという意識を持

っている人もいるんだという……もあったと思います。それは一言もその場で

は出ていなかったという経緯があります。 

 したがって、これは書かれるときも、今のような事態の推移です。皆さん方

の感情の推移、それを考慮した書き方にすることは必要だろうというふうに思

います。 

（原山会長）いろいろと条件つきとなりますが、事項８と９に関しましては文

科省での対応、Ｑ＆Ａの対応とかというものを踏まえた形で、この形で、ある

いはある程度要求項として、もうちょっと可能であれば、加藤さんはすんなり

と入ったみたいですが、必ずしもそういう人ばかりではないかもしれないので、

趣旨に関しては異議ないんですが、書き方についてもうちょっとわかりやすい、

シンプルにというのが可能であればというのが総意だと思うんですが、いかが

でしょうか。 

（文部科学省：御厩）最終的に条文、法令チェックのところが残っていますの

で、もう少しスマートになるのかどうか。 

（加藤専門委員）条文の確認はもちろん必要ですし、加えてさきほど玉井先生

がおっしゃったことは、非常に重要だと私は思っています。提供した後は連絡

を取ってほしくないという人もいれば、反対に、いろいろな使われ方をするな
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ら、どういうふうに使われるか知りたいという方がおられるというのは、全体

的によく議論することなので、うまく両方に考慮するような注釈がいろいろな

形でつくと研究者はやりやすいのではないかと思います。 

（原山会長）という前提……辰井さん。 

（辰井専門委員）次に行く前に話を戻してよろしいでしょうか。 

 事項７の９ページのところで、先ほど連結不可能匿名化を採用し、誤解を何

とかという議論がございました。そこを蒸し返すつもりではありません。 

 ただ、この「連結不可能匿名化」という言葉について、むしろ誤解の可能性

があるのは研究者ではないかという感じがしております。文科省のところで、

この点についてはすごく議論がありまして、内閣府というか、生命倫理専門調

査会が言っている「連結不可能匿名化」というのは、あれは連結不可能匿名化

ではないと。何か第三のジャンルが新しく創設されたような感じがあって、あ

れを連結不可能匿名化と言われるのは、すごく違和感があるという意見がかな

りあったんです。 

 それは、これまでの連結不可能匿名化という概念では扱わないような情報が

扱われるということがあったようです。私は、本当にはわからないところがあ

りますが、そのような意見がかなりありました。 

 そういたしますと、今から思えばということですが、例えば、考え方の方向

性のときにも、これは連結不可能匿名化の場合であっても、そこで取り扱う情

報をもとにして何か起こる危険性がないわけではないので、その情報の取り扱

いに注意するようにというような注意書きが恐らく研究者に対して必要なので

はないかと思いました。 

 そういたしますと、例えば、今回も指針自体には入れられないにしても、何

か注意書きのようなもので、これ連結不可能匿名化だけれども、それなりに重

要な疾患などに関する情報が扱われるので、万一にも個人情報の漏えいがない

ような措置をとるようにといったような感じの注意書きがあってもいいのかな

と思いました。 

 以上です。 

（原山会長）文科省での議論の今のお話なんですが、どういうふうな形で……。

研究者側に対する誤解がないようにということは、何らかの形でもってメッセ

ージを出す予定なんでしょうか。 

（文部科学省：御厩）研究者向けに「使用の手引き」をつくりますので、その

中で触れたいと考えておりました。 

（原山会長）ここの項目は、インフォームド・コンセントなので、対象は相手

方に対しての配慮という文章なので、場所的には研究者そのものに対するメッ
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セージではないんですけれども、そういう形でカバーできるんであれば、安心

していただける。 

（辰井専門委員）はい。 

（原山会長）ありがとうございました。 

 町野さん。 

（町野専門委員）先ほど申し上げたんですけれども、要するに連結不可能匿名

化にしてしまえば個人情報も関係ないよというのは、今までの役所とか多くの

人の考え方だったわけですけれども、そうではないということですよね、結局。

違う、連結不可能匿名化にしても、ある情報が行けば、本人の同定ということ

はあり得るということですから、ですから、個人情報は依然として残っていま

すよということを研究者の側は言わなきゃいけないと思います。 

 それは恐らく今まで連結不可能匿名化というのは、全然法律の文章の中にな

いのに、行政的には、それで今までやってきて、これで安心という、そのこと

が私は非常に誤解を招いているんじゃないかと思います。 

（原山会長）その辺のイリュージョン的なところは誤解のないように手引き的

なものでもって補完するという理解でよろしいですね。 

（文部科学省：御厩）例えば氏名ですとか生年月日ですとか、そういった個人

情報を仮に外したとしても、そのほかの情報と突きあわせて個人を同定し得る

可能性がありますので、情報の管理には気をつけないといけないということは

当然触れたいと思っている点でございます。 

（原山会長）よろしければ、次の事項に進ませていただきます。 

 では、どうぞ。 

（尾崎参事官）先生すみません、先ほどの事項８と事項９についてなんですが、

我々もこの資料として、それなりに１つ区切りとして完成ということを考えて

いますので、「結論」のところには心情等についてはアスタリスクなりを打っ

て、両方の考え方があるということはテイクノートしておくということにした

いと考えています。 

（原山会長）ありがとうございました。そのような形でお願いいたします。 

 次の事項をお願いいたします。 

（尾崎参事官）次は事項10でございまして、ヒト受精胚の提供者への研究成

果等の開示・提供についてでございます。 

 これにつきましては、まず「指針内容」欄の第25条のところを見ていただ

きたいかと思います。この第25条というのは、先ほども出てきているのです

が、全てインフォームド・コンセントにおいて、何を説明するかという項目の

なかで、「九」のところで「研究成果その他の当該ヒトＥＳ細胞に関する情報
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をヒト受精胚の提供者に開示しないこと」というようになっているところでご

ざいます。ここに対応する現行の関係の指針にも、同じようにインフォーム

ド・コンセントの項目ございまして、それは【参考の続き】という、下のほう

にありますが、そこには当時はいろいろな個人情報は一切外に出さないという

こともあったので、当然ながら「九」のところで「提供者に開示できない」と

いうことが書いてあったということがあります。 

 その上での「論点」のところで、今回の「研究成果その他の当該ヒトＥＳ細

胞に関する情報を開示しないこと」について、同意を受けて妥当であるかとい

うことが「論点」です。これについては、８月22日の段階で「論点」に書い

てあるような内容、事情の説明があったところでございます。 

 「結論」の記載としましては、「研究成果等のヒトＥＳ細胞に関する情報を

そのヒト受精胚の提供者に開示しないとすることは、今回は妥当とする」とし

ています。「当該関係情報のそのヒト受精胚の提供者への提供については、引

き続き検討すべき課題であると考える。その際、」─これは前回の会議で先

生方からも出ていた内容で、「その際、研究成果一般とincidental findingsと

を区別して検討することが適当である」というふうに書かせていただいており

ます。 

 以上でございます。 

（原山会長）事項10に関しまして、いかがでしょうか。この辺かなり議論が

あったところで、引き続きの宿題という形で残しているという形です。 

 青野さん、どうぞ。 

（青野専門委員）「開示しないとすることは、今回は妥当とする」なんですけ

れども、だから、論点は両方あったということですよね。連結可能の場合には、

そうすることによる利益と不利益の両方があるという論点があったということ

なので、この「結論」にはその理由がなくていいんでしょうかねと思ったんで

すけれども。 

 つまり、「○○という判断なので、今回はそれを妥当とする」ということは

必要ないんですか。というか、ここの論点からこういう結論を導いたという部

分がもし明示できるのなら……すみません、前回の議論に参加していないんで

すけれども。 

（尾崎参事官）もし、理由として挙げるならば、例えば考え方の方向性のとこ

ろでちょっと違う内容でございますが、「現時点では、さまざまな観点から検

討がなされるべき事項なので」ということを理由としてはいかがかと思います。

もし、書くとしたらということで今ちょっと考えたものでございます。 

（原山会長）この点に関しては、議論がし尽くされていなかったという背景が
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あってというわけですね。なので、仮置きとして、今回においてはこういう形

でというので、こういう論拠があって、だから、こういうふうな結論というふ

うにすんなりいかない部分というのがここだったというような気がする。 

 加藤さん、どうぞ。 

（加藤専門委員）もう一歩だけ踏み込めば、開示するとすれば、どのように開

示するかは非常に複雑になるというのが１点。 

 もう一つは、「開示しない」と言ってしまうと、開示してほしいという人の

権利を奪うことになる。そのような論点があって、必ずしもどちらかに、どう

すればいいかがわからなかった、複雑だった。したがって、検討を続けること

にしたという程度なのではないかとは思いますが。 

 青野さんが言いたいのは、そういう説明も入ったほうがよいのでは、という

話ではないかと思います。 

（原山会長）どちらにバランスというところがなかなか詰め切れていなかった

というところがあって。 

（加藤専門委員）気をつけないといけないのは、今私２つと言った。ある種両

側を言ったのですが、多分そういう言い方でも尽くせないような複雑さがこの

問題にあるので、特に倫理系の先生方はそう思っておられると思いますけれど

も。だから、結構難しいので事務局は悩むだろうとは思いますが。 

（原山会長）辰井さん。 

（辰井専門委員）私も前回休んでしまい、また文科省のほうも少々休みがちで

ありましたので、ここで余り意見を申し上げるのは恐縮なんですが、少なくと

も我々の会議の段階では、どちらとも決めかねるということだったわけですよ

ね。そのどちらとも決めかねるというのは、ある意味ではこちら側の問題であ

るので、それが全く開示する側に不利益というか、わからないので、とりあえ

ず今までのとおり開示しない方針にしておきますという決め方は余り適切では

ないと思います。 

 開示しないことを原則とするからには、少なくとも不利益のほうがまさって

いる蓋然性が高いということは言えないといけないと思います。 

 そうすると、恐らく─ちょっとよくわかりませんが、これまで不開示とし

てきた理由というのがあるわけなので、それを払拭するに足りるほどの開示し

たほうがよいということがまだ言い切れないというような理由づけが必要かな

と思います。 

（原山会長）１つのやり方とすると、開示することの意味合いと、しない場合

のどういうインプリケーションがあるかということの幾つかをここに書き込む

ということも可能であって、それにおいて現時点でははっきり黒白つけること
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がこの議論の中では到達していなかったと。なので、仮押さえとしてというか、

開示しないとすることに妥当としていますとか。それでもないですかね。 

（辰井専門委員）わからないということは、開示したほうがいい場合もあるん

じゃないかという、かなり強い疑いを我々が持っているということだと思うん

です。それにもかかわらず、指針では開示しないというふうに残るということ

には、すごく問題があると思います。 

 もし、開示しないという指針をよしとするなら、まだそちらのほうがよい、

可能性が高そうだと我々が見ていると言えないといけないように思います。こ

れを妥当と言うならば。 

（原山会長）森崎さん。 

（森崎専門委員）今辰井委員の言われたこともよくわかるのですが、１つだけ

確認をしておきたいことは、現行の指針では、この議論をするんではなくて、

この議論をするだけの状態ではなかった。すなわち、完全連結不可能であった

ので、このことを開示する以前の状態だったので開示できないという判断をし

たわけで、今回連結可能という状況になると、情報がもし得られて、それが十

分に何らかの形で伝えることができるという、あるいは選別ができるという状

況が来れば、当然考えなきゃならないわけですけれども、まだそうではないで

はないかというようなこともあって、今回起こった議論が今まであったから、

それをそのまま踏襲するんではなくて、今回の変更によって新たに起こった問

題について、確かに重要な問題なので議論をしたけれども、開示したほうがい

い、あるいはこういう条件であれば開示すべきだというところまでは結論が至

らなかったということ、非常に表現は難しいんですけれども、そういう内容を

何らかの形で伝えて、今回は開示しないという結論に至ったというふうに理解

を私としてはしたいと思っています。 

（原山会長）ほかの方のご意見も伺いたいところです。 

 町野さん。 

（町野専門委員）この「結論」部分のところにもありますとおり、incidental 

findingsの問題と、研究成果の問題とがかなり性格が違うもので、いろいろな

ところから話を伺いますと、研究成果のことについては、要するに被験者だと

か、研究に参加する人たちはどういう意味を持って自分たちはここに入って、

どういう結果をもたらしていけば、自分たちは知る権利が恐らくあるだろうと

考えているわけですから、この点についての配慮が─これ今の段階では、ど

の範囲で言わなきゃいけないのかということについて、まだ議論が熟していな

いということは、確かにもしかしたらそうなのかもしれませんけれども、かな

りincidental findingsの問題と違うとは私は思うんです。当事者の意識として
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は。 

 そこらを区別した─またＱ＆Ａばかりにいくというのも非常に……。誰も

読まないという─まあ、研究者は読むでしょうけれども、研究者は条文を読

まずにそっちを読むらしいですけれども、それもちょっとあれですけれども、

そこら工夫されたほうが。今さら間に合わないというところは確かにあります

ので、やっていただけたらと思いますが。 

（文部科学省：御厩）「研究成果については、原則として公開するものとす

る」という条文がこの指針の中にはあります。ですので、科学的に、一般的に

こういう成果がこの樹立、使用に伴って得られたんだということは積極的に公

表するという、その規定は別途ございます。 

 ただし、１対１で個別に、あなたから提供いただいたものについて、こうい

うふうに樹立されて、こういうふうに研究へ使用されて、こういう病院でこう

いうふうに使われましたという、そういう研究成果は開示をしないということ

でございます。 

  

（原山会長）その辺のところも何らかの形で明白にしておくべきで、特にここ

で争点となったのがincidental findingsで、ひもつけする必然性が本人にとっ

て得なのかそうじゃないのか。本人が意思を表明する必要があるのかないのか

というのは、これまでのさまざまな議論の積み重ねになってしまうんですけれ

ども。 

 ですので、この対応の仕方です。皆さんにお諮りしたいのは、開示しないと

することは妥当とするというラインは崩さなくてよろしいでしょうかというの

が１つと、その場合のどういうふうな形で論理づけするかという仕方も幾つか

ご提案いただいたので、趣旨は理解したつもりですので、それにのっとった形

で事務局のほうで作文をしてみて、もう一回お諮りするという可能性もありま

す。 

 阿久津さん。 

（阿久津専門委員）どうしても開示するという方法にとっては、先ほど加藤委

員がおっしゃったように、仕組みって本当になかなか単純じゃないと思ってい

ます。 

 今回の場合、樹立した側、さらにその先にＥＳ細胞が使用機関に行ったとこ

ろで何か見つけた際に、ではこれを開示しましょうといった場合、これは樹立

側がやるのか。使用機関のほう、また提供者に行くのかというところだって、

すごく複雑な問題ですし、そもそも樹立して何か見つかった場合、これが果た

して胚直接に対応するものなのか、胚が樹立過程でそういう何らかのもの、ゲ
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ノムの何かしらが起こったのか樹立した側としては、全くつかめないんです。 

 では、これをincidental findingsとして戻しましょうといった場合、どうや

って私たちは責任をとっていいかというところも非常に不安ですし─これは

委員としてというよりかは一研究者の意見なので。なので、まだいろいろな議

論する余地というのがあるのかなとは思います。 

（原山会長）辰井さん。 

（辰井専門委員）私は先ほどの森崎委員と今の阿久津委員のご説明で納得いた

しました。ご本人に返却することは適切である情報というのが明確に出てくる

可能性は余り高くないと。というか、余り想定できないということを前提にし

た判断だということなら納得できます。 

（原山会長）では、青野さん。 

（青野専門委員）今の阿久津委員のincidental findingsについて、私は前から

そのとおりだとずっと思っているんですけれども。 

 ただ、指針の条文が「研究成果その他の」というふうになっているので、ど

うしても研究─今の話は研究成果の話ではないので、ここにまさにそれを区

別しましょうと出ているんですけれども。 

 なので、基本的には別に開示しないが妥当というので私はいいと思っている

んですけれども、ただ、だから普通にほか、外から見た場合に、さっきから研

究成果については知りたいよね。incidental findingsのことではなくて、研究

成果については知りたいよねという、そういう望みがあるんだとすれば、ここ

でこのまま一律にそれは「非開示が妥当です」と何の理由も挙げずに言い切っ

てしまうと、何かそこにひっかからないかなと、こういう心配なんです。 

（原山会長）水野さん。 

（水野専門委員）同じ趣旨の発言になるかもしれないのですが、連結可能にし

たことを非常に素直に考えてみれば、incidental findingsが出たときに教えて

もらえるからじゃないかと受け取られる方は多いと思うのです。連結不可能匿

名化ではないということは、本当に致命的なことがあったら、本人にフィード

バックしてもらえるのだと自然に思われる方が多いのではないでしょうか。 

 けれども実際にはそうではなくて、実際には返すことはすごく難しいという

技術的な問題があるのだろうとは思います。それとゲノムの問題の場合に典型

的にありますように、incidental findingsでわかったことが、例えば遺伝病で

致命的なことだったときに、その人個人ではなくて、その人の親族全体にもあ

る種影響を持つようなことであった場合、そういうものについて、どこまでど

ういうふうにして返すのかという返し方についての議論も必要でしょう。─

今までは何しろ返せないという状況でしたからで急に返せるという事態が起き
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たときに、どのようにどの情報を返すかということについての議論はまだまっ

たく詰まっていません。 

 ただ、先ほど申しましたように、incidental findingsが返してもらえるから

こうなったのだと思っている人にとっては、では何のために匿名化を外したの

かということになりかねないかという気がしております。もしできることでし

たら、そのような受け止め方をした人に、今はそう簡単に返せないことについ

て、ある程度丁寧な説明があったほうが説得力が増すように思うのですが。 

（原山会長）方向性としては、皆さん、そういうふうな方向に持っていきたい

と思うんですけれども、実質そういう方向で議論が今後できるかというのは、

今の時点ではなかなかコミットできないような気がするんです。だから…… 

 加藤さん、どうぞ。 

（加藤専門委員）真っ向から反論するみたいですけれども、返す方向で検討す

るというのはちょっと違うのではないか。ゲノムの倫理の話の世界を見ている

と、かなり限定的な場合にしか実際には返すべき状況は出てこないと。 

 １つ大きいのは、研究と臨床の違いがあって、最初から臨床のためにやって

いるのであればよいけれども、研究から始まった場合は、途中のクオリティコ

ントロールとかいろいろあるので、よっぽど慎重にならないといけない。 

 だから、私はこれはどっちとも言えないというのが実際の状況だと思います。 

（原山会長）青野さん。 

（青野専門委員）私も基本的には加藤委員が言っている、そんなに簡単に返せ

ないだろうと思っている側なんですけれども、もう一つ、先ほど水野委員がお

っしゃった、この場合に、提供者が連結可能にする場合はincidental findings

があったら教えてもらえるだろうと期待しているだろうというのは、実を言う

と、私は本当にそうなのかなという気が思わずしたんですけれども。 

 例えば、ヒトゲノム解析研究に参加する人たちの中には、そういう意識があ

る人もいると思うんです。でも、この場合にそういうことがあるのかなとむし

ろ思ってしまって、なのでincidental findingsについては、今までおっしゃっ

たように非常に難しさを考えると、それを本来は開示する方向へ持っていこう

という段階ではないような気が私はして、もう一回もとに戻ると、だから、そ

うではないような何か……。先ほどこの中には一般的には研究成果も出せと言

っているということなので、それで担保されるのかもしれないんですけれども、

とにかく研究の成果として何か自分が参加したものがどういう成果が上がって

いるのか知りたいという気持ちがあるということは、incidental findingsとは

全く別にあるんではないかなと思ったので、こういうことを申し上げているん

です。 
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（原山会長）辰井さんで、次町野さん行きます。 

（辰井専門委員）第25条の条文は、「研究により得られた当該ヒトＥＳ細胞

に関する情報」だとすごくさっぱりするような気がします。「研究成果」とこ

こに書いてしまうと、何かすごく嫌な感じがしますよね。研究成果返してくれ

ないのかという感じがしてしまうので、その言葉は少し外されたほうがいいの

かなと思います。 

（原山会長）では、町野さん。 

（町野専門委員）私、結論的に今の辰井委員の言われたことに賛成でございま

して、こちらについては、先ほどのご説明のように、これは一般的に公開して

いるから、その部分があるよということを恐らく言えば、この点はいいんだろ

うと思います。 

 もう一つは、incidental findingsとか、ほかの医療的なあれです。それは、

先ほど加藤委員が言われたとおり、これは恐らく患者の権利の─提供者の権

利の問題ではないんです。例えば、お医者さんにかかって、臨床のときについ

ては、何か発見したらお医者さんというのは、そちらについて配慮する義務が

当然のようにあります。だから、それはそうでしょうと。何かこういう病気に

かかっているよということを言うというのは、いや、私が受けたのは風邪の治

療だけだという理屈は通らない話ですけれども、こちらはちょっと違うと。 

 しかし、それでも開示すべきだという議論もあることは確かなんです。ただ、

それをやると、どこまでやって、先ほどの不確かなものまで全部言わなきゃい

けないのかと。本人が要求したら全部言えという話なのかという問題があって、

しかも日本の場合は、今のような研究者の側の該当者について配慮義務の限界

の問題と、それからある意味で個人情報についてのコントロール権の問題と個

人情報を提供した人は、それについてどういうことをあなたは知っているか、

知る権利があるというような、そういう考え方と、それから、さらにはカルテ

の開示請求権みたいな議論とが、いろいろごちゃまぜになってあるので、今の

現状では、ここいらの整理しないと入っていけないんじゃないかなというのが

阿久津委員とか、そこから言われるところで、私はそれはそのとおりだろうと

思います。 

（原山会長）この辺、もう一回整理しなくちゃいけないんですけれども、基本

的には「開示しないということは妥当である」という置き方にして、その説明

の仕方に関しましては何点かアイデアいただいたので、それをもとに作文をさ

せていただくのがあるとは思います。 

 それから、研究成果そのものというのは、先ほど文科省のほうで公開するん

であれば、それをここの第25条の九ですか、研究成果その他の全てひっくる
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めて開示しないことになってしまうと、研究成果も何も出ないような印象を与

えてしまうので、その辺の配慮というものも何らかのところで、それこそＱ＆

Ａかもしれないんですけれども、基本的には研究成果はオープンになる、１対

１のひもづけなしでですけれども。ということは、どこかに記しておく必要が

あるのかなというのが、多分ここでの意見だと思います。 

 そういう形で、事務局として対応できますでしょうか。 

（尾崎参事官）はい、そのように。基本的には開示しないということの感じで

結論はして、その理由を少しまとめてみるとします。 

 あと研究成果一般に係る関係条文を、第25条３の下に追加して、普通には

研究者の方は一般的にはそれに基づいて成果の公表をやっていますということ

がわかるようにます。この「結論（案）」のところもその辺少し言及するよう

にしたいと思います。 

（原山会長）その説明のところも、現状のどういう状況にあるということを何

点か説明した上でもって、であるがゆえに今回はというふうな形にさせていた

だければと思います。 

 よろしければ、次の事項11のほうに移らせていただきます。 

（尾崎参事官）11の事項は、先ほどから関係しているところですが、ヒト受

精胚の提供者に対するインフォームド・コンセントの関係でございます。 

 見ていただきますと、第25条とありまして、インフォームド・コンセント

の説明という条文でございます。３のところで「提供者に対し、次に掲げる事

項を説明した説明書を提示し、分かりやすく、これを行うものとする」という

ことで、漢数字で一から十五、また十六で「その他必要な事項」ということが

指針には記載されているものです。 

 赤字になっている部分につきましては、もう既にこれまでに、本日も検討さ

れてきた事項なので、論点的なところとすれば、この説明事項として、この指

針のこの内容で妥当であるかと。最低限必要な項目はここに普通に記載されて

いるとするならば、「その他必要な事項」という項目はありますが、それが全

て含まれているかになるかどうかと思います。結論は、今までの議論等含めま

して「妥当である」というふうにさせていただいています。 

（原山会長）項目立て、全部で16項目ですが、いかがでしょうか。 

 基本的には、これまで既に、新たに必要とされた項目もここに盛り込んであ

るということで。 

 よろしいでしょうか。 

 では、最後の事項12のところにお願いいたします。 

（尾崎参事官）事項12は確認事項ということで、前回の会議のときの議論の
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最後に、ヒトＥＳ細胞の海外機関への提供についてはどうなっているのかとい

うことが委員の方からございましたので、それについての資料でございます。 

 今回の指針案において、これまでと特に変更があるわけではないんですが、

関係するところといたしまして、樹立機関から海外の使用機関への分配につい

ては、そこにあるように第42条、第43条があります。分配機関からの分配に

ついては、新・分配指針の第19条関係で同じような基準が14ページから15ペ

ージ目にかけてあるところでございます。 

 確認事項というか、どのように取り扱われているかでございますが、＜回答

＞のところにございまして、「①樹立機関及び分配機関は、海外の使用機関に

対して、医療に使用しないことを条件としてＥＳ細胞を分配することができ

る」ということと、あと「使用機関は、「再生医療等安全性確保法」に基づき

厚生労働大臣の認定を受けている外国の細胞培養加工施設に対しては、臨床用

できるＥＳ細胞を分配することができる」で、そういうふうな項目になってい

るということでしたので、一応記載させていただいています。 

（原山会長）これは変更事項ではないんですが、海外とのやりとりについて前

回ですか、ご質問があったところで整理したというところでございます。 

 何かご質問等ございますでしょうか。 

 玉井さん。 

（玉井専門委員）とんちんかんなことをお伺いするかもしれないんですが、国

内で樹立されたＥＳ細胞が海外に行った場合、そのＥＳ細胞は医療には使用さ

れないという前提なわけですよね。私が聞きたいのは、医療には使われないと

しても、海外で特定の細胞に分化誘導されたものを日本が輸入するという、そ

ういう流れは今のところは考えなくていいんでしょうか。現状がわかっていな

いので。そういう流れは全く想定しなくていい状況だということでしょうか。

確認です。 

（尾崎参事官）輸入については、この資料ですと、９ページ目の下から10ペ

ージ目にかけての「参考」のところに記載しております。「輸入するＥＳ細胞

については、「樹立指針と同等の基準に基づき樹立されたと認められるもの」

を、基礎的研究に使用することが引き続き可能」と。「今回、新・樹立指針に

おいて、例えば連結可能・不可能のいずれかも可能となるという状況のもとで、

輸入ＥＳ細胞も同様の扱いとなる」ということはあります。 

 あと「使用機関」は自ら」─「使用機関」は基礎的研究利用の機関ですが、

「自らＥＳ細胞を輸入できる」ということです。「「分配機関」から輸入ＥＳ

細胞の分配を受けることも可能」─これも既存のシステムとしてあります。 

 それで、９ページ目のその下の記載はミスリーディングを起こすということ
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だったので、今回は削除させていただいております。10ページ目に行きまし

て、前回９月17日に厚労省さんのほうからの説明として、外国で臨床用のＥ

Ｓ細胞を輸入し、臨床用に使用することは可能だという。ただし、その細胞に

ついても、再生医療等の安全性確保法の施行規則で定める条件をクリアする必

要があるだろうという説明がされたと思います。 

 輸入は、こんな状況です。 

（玉井専門委員）いずれ日本に戻ってくることを期待して日本からＥＳ細胞を

外に出すみたいな、そういう流れというのは、現状においては余り想定されて

いないんですよね、ということを聞きたかったんです。 

 日本で樹立したＥＳ細胞をどこかの国が輸入して、そこで何か臨床に使える

ような細胞に分化させて、それを日本で使わせてくださいね、じゃないですけ

れども、特定の細胞への分化誘導がうまくいったら日本で使わせてくださいね、

というようなことをあらかじめ約束しておいて、そのような流れのなかで研究

が行われるということは今は想定されていないのですね、ということをお伺い

したかったんです。 

 仮にそのような流れがあるとしても、この指針で十分カバーできるというこ

とですよね。 

（尾崎参事官）指針だけの話からすれば、基本的にはＥＳ細胞の移動について

対象としていて、分化細胞の移動については基本的にはＥＳ細胞由来だという

ことを使う機関に通知すればいいということになっている指針でございます。 

 それで、先ほどの輸出の話からすると、指針で言う─指針ですか、臨床利

用機関のほうが外国の施設にＥＳ細胞を使って分化させてくれというのをお願

いしたという計画で出したときに、それでいいよと厚労省がオーケーと、法律

でオーケー言えば、その結果を受けて、例えば使用機関が確認をした上で、そ

の外国の施設に出して、でき上がりの分化細胞を再生医療の提供等機関が使う

ことはできるという流れにはなっているということです。 

（原山会長）森崎さん。 

（森崎専門委員）ちょっとわかりにくいというか、ここにある「回答」の②の

ところが今の説明なのかなと理解したのですけれども、要するに、国外に最終

的に人体に適用する臨床研究その他の医療に使う場合であっても、認定を受け

た、あるいは受けている外国の細胞培養加工施設に対して臨床用のヒトＥＳ細

胞を分配することはできるというのが今の説明という理解でよろしいんでしょ

うか。 

（尾崎参事官）それでよいかと思います。だから、何でもかんでもＥＳ細胞を

出せるということじゃなくて、確認を受けて、ある計画の了解を受けた、使用
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機関には出しますということです。 

（森崎専門委員）そうした場合に、ですから、そういう目的でのヒトＥＳ細胞

の国外での移動はあり得ると。結果として、ＥＳ細胞ではなくて、ＥＳ細胞由

来の臨床に使用可能な細胞がそこで産出というか、生産というか、できた場合

には、それは国内に─まあ、この指針の枠外になるので、国内だけではなく

て国外でそういうことが使うということも一応想定はされているという理解に

なるんでしょうか。 

（尾崎参事官）分化したある細胞については、外国の機関とかでつくったもの

については、基本的には国内で利用する機関に戻ってくるという流れでは、委

託等を受けて行う流れはあるということです。 

（森崎専門委員）最終的には全部日本に戻ってくるというのが前提であるとい

う縛りがあるという理解になるんでしょうか。 

 要するに、分化した細胞はＥＳ細胞ではないわけですよね。委託をするとい

うか、それを加工機関、それも認定されたところがあるとすれば、それができ

ると。その結果として、できたものがどう利用されるか。たとえそれが人体に

適用する臨床研究、あるいは医療等に用いられるということは、必ずしもこの

指針の枠外なので禁じていないという理解になるんでしょうか。 

 別に今すぐあるわけではないんですけれども、せっかくつくったものが活用

できる道筋というのは、何もこれで禁じているわけではないという理解になる

のか。それとも、この指針は基本的には国内向けにきちんとするシステムなの

で、外に委託をするとしても、最終的にはそれは国内で臨床研究をする、ある

いは医療に活用するという段階までのものしか現在は想定をされていないとい

う理解になるんでしょうか。 

（尾崎参事官）この指針では、海外の使用機関は基礎的研究目的で使用すると

ころにしか出せないというところになっています。使用機関から出すのは基礎

的研究機関ということになると思います。 

（文部科学省：御厩）「回答」の②のところで、外国の細胞培養加工施設に対

して臨床用のものを出して、そこで分化誘導していただいて、そこから先は、

この指針の中ではＥＳ由来ですよということを言っていただければ、国内にで

も国外にでも渡すことが可能です。 

（原山会長）よろしいですか。 

 では、加藤さん。 

（加藤専門委員）私、以前この点を議論された際に参加していなかった気がす

るんですが、これは基本に戻って申しわけないのですけれども、海外での臨床

への使用というのは、日本としては受け入れないというふうな議論がまず基本
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にあるのですか。すごくよいものが日本にあるので、世界が使いたいと言った

ときに、これを見ると、できないように見えるんですが。一方、日本では臨床

応用に使えるようにしようということで動いているわけですね。 

（厚生労働省：神ノ田）再生医療新法では、国内での臨床使用についてしか規

制しておりませんので、海外でのものについてまで規制はかからないという理

解でございます。国内で臨床応用する際の手続なり基準等を再生医療新法では

規定しておりまして。 

（加藤専門委員）臨床応用への、具体的にはさまざまなことを日本の国が日本

の中をしっかりと見るというのは当然だと思うんですが、よくあるのは、信頼

できる国があって、そこはそこで自分の国に責任を持ってやっているときに、

同じレベルであれば信頼して、物の交換をして世界に貢献するというのはある

と思うので、新法自体がほかの国に当てはまるとは私も思っていないのですが、

それぞれの国が信頼できる再生医療の臨床研究ないしは臨床応用の枠組みを持

っているときに、日本が世界に貢献するというスキームはわざわざ禁止する必

要があるのかどうかということを私は気にしているわけです。ちょっと問題が

大きくてすみません。 

（原山会長）この問題というのは、日本の研究というか、研究自体が国内に閉

じた研究にとどまるかというと、海外の事例を見ていると、国際共同の研究の

枠組みは広がりつつあって、それがある種の王道になりつつあるわけなんです。 

 その際に、日本の場合、今国内の議論で国内の法律整備ということなんです

けれども、次の課題として出てくるであろうというのが共同研究の枠組みをつ

くったときに相手方がここでつくられたものを使いたいと言った場合に、あち

ら方の目的をどこまで縛るのか。縛ることが国際法的にできるかどうか。相手

方の国の法律というものにのっとって判断しなくちゃいけないことも出てくる

ので、そのときにやりとりというのが結構グレーゾーンというか、わからない

ところになり得るわけですよね。 

 これは、今回の法律の枠組みを１つ外に出ることになるかもしれないので、

今後の課題として、かなり早急に議論しないと、この研究がどんどん進んでい

ったときに、日本は国内でだけ閉じてやるのかという議論になる可能性もある

わけです。そのときに、法律が整備されていないから一切出すことができませ

んといったときにどうなるかということも想定しなくちゃいけないわけです。 

（加藤専門委員）私が現時点で知りたかったのは、こうすべきであると言って

いるのではなくて、文科省、厚労省の委員会の中でこの問題がどのように議論

されて、その結果として、ここにこういうふうに来ているのか、ということが

お聞きしたかったことです。 
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（原山会長）どうぞ。 

（厚生労働省：神ノ田）現状を申し上げると、海外での臨床使用ということを

想定して枠組みはつくられていないということになるかと思います。 

 ですから、おっしゃられたとおり今後の課題だと思うんですけれども、検討

するに当たっては海外でのルールです。ほかの国で臨床応用する際にどういう

ルールがつくられるのかというところもしっかりと確認した上で判断していく

ことになるんじゃないかと思いますので、非常に難しい課題ではあるかなとは

思います。 

（辰井専門委員）１つ質問ですが、この臨床研究その他を行わないというのは、

現行の指針もそうなっていますよね。現行の指針は、そもそもＥＳを臨床研究

に使うことが想定されていなかったからこうなっているということなのだとす

ると、この縛りはもう外してもいいということになりそうに思うのですが。 

（原山会長）どう解釈するかという。 

（文部科学省：御厩）ここは、私どもの委員会のほうでも論点として挙げて議

論してこなかったところです。 

 それで、今辰井委員がおっしゃったとおり、現行の指針を引き継いでいると

いうことでございます。 

（原山会長）加藤さん。 

（加藤専門委員）短くしますけれども、でもちょっと大げさに言いますと、日

本は本当に世界から注目を浴びていて、山中先生のｉＰＳ研究も知られていま

すので、日本が何かやってくれて私たちを助けてくれないかという目で日本は

見られていると思います。ですので、全ての議論の中において海外に対して何

が貢献できるかということで仕組みをつくることが、もちろん、できないこと

はできないと申し上げてもいいと思いますが、大事だと私は思っています。 

（原山会長）町野さん。 

（町野専門委員）私も簡単に申しますけれども、ＥＳ細胞の海外輸出の問題と

分化細胞の輸出とは全然違う話で、それは先ほどからずっと。これは、結局１

回分化細胞の取り扱い問題になったＥＳ指針のかなり前の時期ですけれども、

それまでは受精胚もＥＳ細胞も分化細胞もみんな同じような考え方をしておる

のに対して、それは幾ら何でもひどいでしょうという話になって、分化細胞を

切り分けたということがあって、そのために─しかし、分化細胞については

ＥＳから出てきたものであるということを考えて使ってくださいよということ

は残ったという経緯があります。 

 したがって、海外には、今分化した細胞についての輸出というのは完全に自

由であって、それは私はそれで結構だろうと思います。 
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 もう一つ、さらにＥＳ細胞自体を輸出するということが基礎的な研究に限ら

れているというのは、これは前からの経緯なんです。そこらは考えなきゃいけ

ないということですから、必ずしも全て日本が鎖国制度をとっているというわ

けではなくて、今のような共同研究がＥＳ細胞を使った共同研究になったとき

が一番問題だということだろうと思います。 

（原山会長）これも今後の考えるべきことだと思うのは、こういうルールとい

うのは、それぞれの国が国内の法律でもってつくっているわけなんですけれど

も、強調すべき点が必要になってくるわけです。ですので、国際的な枠組みで

議論する場に、なかなか日本というのはプレゼンスが弱い。一般ですし、この

分野でもそうなんだと思うんですが、その辺を強固にしなくちゃいけなくて、

ルール・メイキングをつくるときに我々も発信しなくちゃいけないし、お互い

に一番適切なものをつくるときに、場にいて一緒につくるということをしてい

かなくちゃいけないんですが、その辺のところがちょっと……。今回は、もち

ろん国内の法律なんですけれども、をつくったからには、これをベースにして、

ほかの国にもある程度の発信していきつつ、海外の情報も集めつつ、どういう

ふうな場でもってこれをつくっていくかというのを考えていただかなくちゃい

けないのかなというふうな反省事項だと私は思っています。 

 加藤さん。 

（加藤専門委員）今原山先生がおっしゃったのは、一緒にルールをつくること

に関する課題も含まれていたと思うんですけれども、とりあえず私の理解は、

日本は非常にいい再生医療法、新法をつくっている。そして、ほかの国にもそ

のような仕組みがある。そのときに一番出発点であるヒトＥＳ細胞を向こうを

信頼して、日本国民いただいた方の信頼の上で出せるか出せないかという問題

なので、本当の共通のルールづくりは次の、また別の重要な次元のことであり、

そこは切り分けてもいいかなと思います。 

（原山会長）町野さん。 

（町野専門委員）簡単にですけれども、今現在ｉＰＳ細胞の輸出というのは、

全然何も問題ないんですよね。全て規制がかかっていないと思います。そうい

うところで、ＥＳ細胞だけがどうしてかという議論がもちろんあるので、その

とき一部の人たちというのは、出自が違うというような言い方をして、どうも

それが理屈になっているのかどうか私は依然として理解できないんですけれど

も、そういうことを考え方切り離してきたのが今までの受精胚とＥＳ細胞の研

究の歴史であったわけですから、もう一回原点に立ち戻って、そこらを議論し

ていただくことが必要だろうと思います。 

（原山会長）辰井さん。 
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（辰井専門委員）すみません、これは文科のほうの委員として私にも責任があ

りますが、今の点については、もしかしたら単純な見逃しである可能性がある

と思いますので、そこは１度検討する必要があると思います。 

（原山会長）事項12まで全て議論させていただいたんですが、全体を通して

何か特にご発言ございましたら、ここで承ります。 

 流れとしては、本日の修正を踏まえた形で答申の案というものを事務局が作

成させていただいて、それを次回皆さんにたたいていただくということになる

と思うんですが。 

 よろしいでしょうか。 

 では、本日の議題１はここで終了させていただきまして、議題２のほうに移

らせていただきます。 

 「ヒトＥＳ細胞等から作成される生殖細胞によるヒト胚作成研究について」

ということでございます。 

 これまで何人かの方に外部の方々からご説明いただいてヒアリングして、そ

の概要について事務局がまとめましたので、それの説明をさせていただいて、

時間があれば議論させていただきたいと思います。 

（尾崎参事官）資料といたしましては、資料４と当日配布（参考資料）という

ものをご用意いただきたいかと思います。 

 資料４という「生命倫理専門調査会におけるヒアリングの概要及び主な議

論」というのがございまして、これにつきましては、これまでのいろいろな発

表とかヒアリングの概要についてまとめたものでございまして、この中には実

際に関係研究を行っている研究者の方からの概要、以前に出した資料をそのま

ま出しているものでございます。 

 今回、７月から４人の先生のヒアリングを実施してきたというところでござ

いまして、その概要につきましては12ページを開いていただきますと、それ

以降に書かせていただいたというところでございます。 

 今後の議論にも関係する事項と思われるものについて中心に、便宜的にまと

めたところのものではございますが、内容については４人の先生にも一応確認

をとらせていただいたものでございます。 

 どのような議論があったかということの記憶を戻していただくということで

幾つか項目を読み上げたいかと思います。 

 最初、12ページのところで盛永先生のほうからの発表といたしましては、

最初の真ん中あたりの丸がございますが、「14日以前の胚も「ヒト胚」であ

り」ということで、「ｉＰＳ、ＥＳから作成した精子や卵子を受精させれば、

やはり「ヒト胚」であると考える」というような発表があったかと思います。 
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 ２つぐらい飛びまして、平成16年７月に総合科学技術会議のところで、

「14日で線引きをしていることについては誤りがあるのではないか」という

ような話やワーノック・レポートについての内容についての考え方もご発表さ

れております。 

 ここのところは13ページの上にございますが、委員の先生方と関係質疑が

あったところでございます。 

 その下のところには、平成16年７月23日の総合科学技術会議の報告書の関

係の部分を抜粋させていただいたものでございます。 

 また、13ページのその次の丸に行きまして、考え方としては、「ヒトを研

究利用してはいけない」ということから考えていけば、なかなか14日以前の

胚もヒトであるのではないかというようなことをご発表されています。 

 あとは余剰胚関係の話として、余剰胚があるのだから、なぜ今ｉＰＳとＥＳ

からの精子、卵子をつくって研究をさらに進める必要があるのかなというよう

なお話がされ、委員と関係の質疑があったところです。 

 14ページのほうに、米国のBlue Ribbon Panelと呼ばれている委員会の紹介

がされたということでございまして、ＥＳ細胞研究ということにつきましては、

ここに書いてあるようなことを考えて行っている国もあるというご提案があっ

たというところでございます。 

 あと13ページに戻っていただきまして、一番下のところの丸が重要な話で

あり、先生の説明ので「ｉＰＳ細胞の研究を推し進めると、ｉＰＳ細胞の性能

が明らかでないことから、倫理的に課題があるＥＳ細胞の研究も、推し進めら

れることになる」というようなお話もありました。 

 そして、また14ページに戻っていただきまして、島薗先生のほうからの発

表の話につきましては２つ目の丸になりますが、「研究材料として使用するた

めに、新たな受精によりヒト胚を作成しないこと」という考え方がもともとの

基本にあるということで、これを翻すのであれば、どういう理由によるかをち

ゃんと整理するということが重要であるという話があったかと思います。 

 また、15ページ目のほうに行きまして、２つ目の○のネガティブな帰結と

いうところも十分議論しなければいけないという話や、15ページの３つ目の

丸ですが、「人間をつくることは人には許されていない」ということは一般的

には容認されているだろうという話がありました。どこで歯どめをかけるとい

うことをいつも真剣に考えなければいけないという話があったというところで

す。 

 16ページ目からは、８月22日の秋葉先生からのヒアリング関係ということ

で、秋葉先生は人格主義生命倫理学の立場からの話がされました。そこの立場
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は、発生のときから人の始まりであるということであり、その時点から尊厳と

基本的人権を保障すべきであろうという立場という説明をされていました。次

の丸ですが、尊厳たらしめるものは人の精神性であり、人格の始まりであると

いうことで、目に見える精神の徴である身体の始まりに求められるという人格

主義生命倫理学のお話をされたところでございます。 

 それ以降、17ページ目に盛永先生のお話にもありましたが、欧州人権裁判

所の大法廷の話とかがされたものでございます。 

 また18ページ目からは奥田純一郎先生の発表の概要について書いてござい

まして、19ページ目に行きまして、上から２つ目で、「ヒト胚作成それ自体

の許容の是非は一概には言えない。目的によって異なる」、「許容される余地

がある」というような話もあったかと思います。 

 また、下のほうに行きまして、その他以降、委員との質問に対しての話とし

ては、余剰胚の利用関係につきましては、ヒトに由来するものとしてそれなり

の配慮を持って扱われるべき存在であるだろうという話もあったかと思います。 

 それで、基本的にお話を聞いた先生方からは、いわゆるヒト胚につきまして

は、受精とか一番最初の時期から人ではないかというような話がされたという

ことが特徴的にあったかと思います。 

 それで、一応参考としまして当日配布といたしまして、ヒト胚の取扱いの平

成16年の基本的考え方では、どういう記載になっているかというのを配らせ

ていただいております。 

 そこでは、１ページ目の２の（１）の「ヒト受精胚の法的・制度的な位置付

け」は、「略」としていますが、ここで法律の話がまとめられて、それを受け

て（２）で、わかりやすくするために下線を引かせていただきましたが、当時、

「ヒト受精胚を「人」として扱う考え方を採用することは、現行法体系を大幅

に変更」することだったり、また実際、「制度変更は現実的とは考えられな

い」というところで、「制度変更についても社会的合意を得る見通しもない」

という整理が当時されて、その下のほうに行きまして、「ヒト受精胚は、

「人」そのものではないとしても、「人の尊厳」という社会の基本的価値の維

持のための特に尊重されるべき存在であり、かかる意味で「人の生命の萌芽」

として位置づけられるべきもの」という議論がされたということでございます。 

 このあと「（３）ヒト受精胚の取扱い基本原則」が記載されています。イの

ところの記載ですが、結局ヒト受精胚をいろいろ使う場合については、幸福追

求の要請に応えるという、これも基本的人権に基づくものであるというところ

で、一定の要件を満たす場合には認めざるを得ないというふうにされています。 

 ３に行きまして、基本原則をもとにヒト受精胚の取扱いについて、目的別の
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考察をしたというところがありまして、そこのところで「基本原則における例

外の条件を満たす場合」においても、「研究目的での作成・利用」については、

その「取扱いの期間を限定する必要がある」ということがあって、それ以降の

ここに線引きした内容の１つの整理をしたということのようです。その取扱い

期間は、結果としては原始線条の形成前に限定をすべきというようになってい

ます。 

 そこからさらに下に行きまして下線部の引いてあるところですが、余剰胚を

ＥＳ細胞の作成に使う。余剰胚から樹立することが書いてございます。移行、

一部の先生方の話に関係する部分というのは、こういうふうに整理されてきた

ということですので説明しました。 

 また、３ページ目以下につきましては、「ヒト胚の取扱いに関する基本的な

考え方」のまとめをする前に「中間報告」をまとめていまして、その中間報告

に対するパブコメの意見募集で、今回の関連部分を抜き出したものです。 

 ご覧のとおり、いろいろな意見がありましたけれども、最終的には、先ほど

述べたような結論になりましたということになります。この中には４名のヒア

リングの先生方が言われていた内容も入っていますので、これを参考に一応説

明させていただきました。 

 これまでのヒアリングの状況としては、以上でございました。 

（原山会長）ありがとうございました。 

 これまで研究者の方々、専門の方との意見交換があった上で、さらにという

形で我々と異なる視点からということで哲学とか宗教学とか法学─法学の方

はいらっしゃるんですけれども、の目から見たときにヒトＥＳ細胞をどう見る

かということでさまざまな意見をいただいたわけなんですが、見方ですね、交

通整理を。それをメモリーも大分古くなったところなんで、これを事務局でサ

マライズさせていただきました。 

 これをどうするかという話なんですが、先ほどの参考資料のほうでは基本的

なここでの考え方というのを再度確認させていただいて、これに対して、これ

までのヒアリングをベースにして考えさせられたことがあったのか。この辺を

もうちょっと議論しなくちゃいけないことが出てきたのか。あるいはいろいろ

な視点の方のお話を聞いた上でも、現状の我々の考え方というのは、まだこれ

のままで修正する必要性がないか。その辺のところを余り時間もないんですけ

れども、ブレーンストーミング的なんですが、お話、ご議論いただければと思

います。 

 こういう作業というのは、やること自体に意義があったと思いますし、そこ

から出てくるのが個人的な意見もかなりあったと思うんです。その分野の代表
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という形ではなくて。そういう意味で、全てを包括した考え方ではないんです

けれども、異なる視点というのは出していただいたと思っております。 

 コメントでも結構ですし、印象的な話でも結構ですし、何かございましたら

伺いたいと思います。 

 では、町野さん。 

（町野専門委員）基本的な考え方という文書、これがかなり出発点のようにな

っていて、だから、その点の位置づけは私は必要だというぐあいに思います。 

 といいますのは、私この中におりまして、いろいろな、そのときはもっと今

と比べ物にならないぐらいマスコミの方がたくさん来られていて、今と比べ物

にならないぐらいたくさんのコメントをもらい、そこらは恐らく青野さんあた

りは十分ご存じだろうと思いますけれども、それぐらいあって、それから出席

者についての勤務評定までされると。あの人はサボりがちであるとか、そうい

うのもちゃんと出てくると。発言が少ないとかいろいろある。 

 そういうような状況の中で議論して、私としては落としどころというのを非

常に嫌うのが私の性格なんですけれども、しかし、報告書としては、それで落

ちついているということはあるわけです。 

 だから、ここのところで幾つか出ていますけれども、受精胚をわざわざつく

ることはしないというような、この基本だったと島薗さんが言われているんだ

けれども、これはどうしてそうしたかということを考えないとだめだ。既に受

精胚をつくることは是認されていたのは、クローン技術規制法の中で胚そのも

ののそれというのは、作成はオーケーということで、特定胚という格好ですね。

それは既にあったような状態なんです。 

 そして、さらに生殖補助医療については受精胚つくるのはオーケーであった

ということがありますので、そういうことも考慮した上でやらなきゃいけない。 

 だから、その時点では、人為的な方法での受精ということしか皆さんの頭の

中になかったので、こういう文書になっているんだけれども、実際にはヒト胚

が大切であって、研究目的がヒト胚つくっちゃいけないよということだったら、

クローン胚もこれは実はだめなんですよということは、みんな十分理解したか

どうかというのは、実はこの報告書をつくった時点で私は非常に疑問に思って

いるんですけれども。一応そのラインで書かれておりますけれども、そのこと

を理解されたかということが１つで、そこにさかのぼってもう一回ｉＰＳ、あ

るいはＥＳからつくられた配偶子を使ってこれをつくることは許されるかとい

う議論をもう一回しなきゃいけないだろう。 

 だから、この文言だけにこだわるということではないだろうと思います。 

 もう一つの現在私が非常に後悔しておりますのは、「人の生命の萌芽」とい
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う非常にわけのわからない言葉が使われて、これがひとり歩きしているという。

何回もここで申し上げましたけれども、「人の萌芽」であるけれども「人の生

命」であるということです。そこらをぼかしてこれを使ったと。これはどうし

て人と、それから─受精胚は一体物か人かというおよそスタートからすると

奇妙な議論がされて、そんなのわかりっこないでしょうという話なんで、全然

別なんで。中間報告では、受精胚は人と物との中間であると言ったので、本当

によく冗談で言うんですけれども、受精胚もびっくりと。俺は町野とそれから

机の中間物だったかという話なんで、本当に今からすると冗談に近いような、

それは。もちろん、これは中間報告ですけれども、それ消えましたけれども、

そういうような不毛な議論がされたということがあって、だから受精胚の位置

づけそのものをもう一回議論しろということが出たときに、私は非常に強硬に

反対しましたのは今のような経緯があるからなんです。 

 だから、具体的な問題から受精胚の位置づけを議論することが大切だろうと

いうことはあるようにも思います。 

 ほかにもいろいろありますけれども、これぐらいにしておきます。どうも失

礼しました。 

（原山会長）ありがとうございました。 

 高木さん。 

（高木専門委員）先ほどのご報告の中で、パブコメの中にＥＳ細胞の樹立に特

に反対する意見はなかったということでした。例えば、カトリック的な立場で

はＥＳ細胞樹立自体に反対だということですが、それは１つの立場の見方です。

では、我々はそれをどのように取り込むのか、我々の立場は何なのかというこ

とを考えたときに、アジア的な見方とか仏教的な見方という、そういうものを

明確化することではないか。西洋とは違う文化的な前提を持っている日本だか

らこそ取り組まなければいけないと島薗先生がおっしゃっていましたが、それ

は非常に重要なことです。位田先生の研究グループが、以前、「アジアの倫理

的な見方」を研究なさっていましたが、西洋的な見方とは違う、例えば、個人

とともに家族などの集合体を重視するなど、そういう視点の違いはあるんです

が、では、それが実際に指針とかに反映されるかというと、なかなか難しいと

ころがある。 

 特に、先ほども輸入・輸出という件が問題になりましたが、グローバル化さ

れている現代において、ある程度、世界的な共通性を持った指針などが必要に

なってくる。ですから、アジア的な視点だけで、我々の考え方を構築していく

ことは、それも難しいだろうと考えるわけです。 

 そんな中で、難しいことなのかもしれないですが、盛永先生がおっしゃった
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Blue Ribbon Panelのようなものがありますと、全てを把握した上で、さらに

我々はこういうことが必要だということが出しやすい。こういうものがあると、

それに反対していらっしゃる方に対しても、ここまで全部把握した上でさらに

必要な研究なんですということを言いやすい。こういうものができたとしたら、

反対する人ばかりではなくて国民的な合意が得やすいという感じがしました。 

 以上です。 

（原山会長）ありがとうございました。 

 Blue Ribbon Panelとはほど遠いんですけれども、今回の試みというのは、

まさに趣旨はそれだったと思うんです。これまでの構成員の意見とはちょっと

違う視点の意見の方のお話を伺いながら、必ずしも全部取り入れる必要はない

んですけれども、耳をかさないというスタンスではなくて、見ながらも、そう

いう意見があるということを知りながらも議論していくということの意義とい

うのをここで感じられればな、というところがありました。 

 でも、その次の、ではどうするというときに具体的な方策はないものですか

ら、きょうのように議論させていただくというやり方を取りました。 

 例えば、バチカンも同じで、もちろん、カトリックという基本的な考え方で

最終的に判断するんだけれども、そこの判断をする手前のところで最先端の研

究者を世界中から集めてきてヒアリングをして、状況を知った上で判断をする。

同じようなプロセスだと思うんです。 

 そういうことは我々にとっては重要なことだと思いますので、今回は４人の

方に伺ったんですが、もし必要であれば、今後も課題として、ほかの視点を聞

く機会というのはつくるほうがいいかなというふうには私個人的には感じてお

ります。 

 ほかに何かございますでしょうか。 

 加藤さん。 

（加藤専門委員）コメントというよりは、町野委員に質問なんですけれども、

この問題に入らないほうがいいと最初おっしゃった理由をもう一回お聞きした

いんですが。ここに出てきた過去の経緯が不毛だったというような表現なのか、

ちょっとその辺を聞きたいんです。 

（町野専門委員）また言わなきゃいけないかというのは、ちょっとあれなんで

すけれども…… 

（加藤専門委員）申しわけないんですけれども。 

（町野専門委員）すみません。 

 私は、立ち入る、こっちのほうからヒト胚とは物か人かというようなことは

不毛だからやるべきでないと。それははっきり申し上げます。しかし、ヒト胚
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というのは、どのような倫理的位置を持っているかということについては、具

体的な問題から、例えばＥＳ研究だとか、そういうところから議論をすべきだ

ろうと。そして、その際に日本で注意しなきゃいけないのは、日本では中絶は

事実上自由であるという、ここで申し上げたことです。そのことを前提にしな

がら議論しなきゃいけないだろうと。受精胚だけを非常に厳しく保護すると。

そうしておいて、おなかの中の胎児は中絶自由というのは、これはどう考えて

も普通の人は納得できない議論だというぐあいに思います。 

 そこが１つと、もう一つは全部が不毛と言っているわけじゃなくて、私は見

直さなきゃいけないだろうと。先ほどのように、わざわざ研究のために胚をつ

くっちゃいけないという議論というのが、これはこの時点でのいろいろな考え

方できているんで、しかも、かなりはっきりしない状態でできていると。 

 だから、こちらの人間の尊厳ということはたびたび言いますけれども、秋葉

さんあたりが来られたというのは、結局カトリックの立場というので、人間の

尊厳ってどういう意味を持たされているかということをもうちょっと我々理解

すべきじゃないかという話で、ただ単純に「人間の尊厳」と言えば物事が片づ

くわけじゃなくて、言うことというのはどれだけの意味を持っているかと。 

 結局のところ、受精胚から人間の尊厳を持っていて、これに対する研究は一

切禁止という、非常に強い立場が出ると。そこまで覚悟するつもりなのかと。

だから「人間の尊厳」というのは何かと、その基点をはっきりしなきゃいけな

いだろうということが１つと。 

 そういうぐあいにして議論していくということが１つと、おくれましたけれ

ども、私がこれについて一番問題だと思っているのは、比較考量論をとったこ

とです。つまり、人間の尊厳を侵害することは社会的な有用性と科学的合理性

があれば認められるという比較考量論をとったところでして、これは恐らく全

てとは言いませんけれども、かなり生命倫理のほうでは異質の考え方だろうと

私は思います。人間の尊厳は、一切損害されてはいけない。例えば、ボン基本

法の中で、「人間の尊厳については、法律の範囲内でしか保護されない」とは

書いていない。つまり、これは絶対的に保護されないんです。保護されなきゃ

いけないんです。それに対して生きる権利とか、そのほかの自由権というのは、

法律の留保がついております。 

 それぐらいに確然と区別するのが西洋の考え方のように、日本はそれを同じ

ように考えたというのがこのあれなので、私はそのとき、みんなこれ以上議論

してもしようがないからこれでいくかということなんですけれども、その程度

─その程度と言っちゃ申しわけないですけれども、そういうことで一応こう

いう文書は書かれているということをご理解いただきたい、そういう趣旨です。 
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（加藤専門委員）つまり、議論しないといけないと先生はおっしゃっているわ

けですよね。 

（町野専門委員）そうです。 

（加藤専門委員）ヒト胚に対する考え方を。 

（町野専門委員）はい。 

（加藤専門委員）簡単に言うと、そのやり方に気をつけてやらないと、例えば

人か物かというような議論をするのではないとか、人間の尊厳についてしっか

りと理解して議論しないといけないといった、幾つかの論点を指摘されている

と。だから、繰り返しはよくないけれども、この場は議論せざるを得ないとい

うように理解してよろしいんですね。 

（町野専門委員）はい、そのとおりです。 

（原山会長）どうぞ。 

（水野専門委員）今度もお話を伺っていて、以前、同じフロアの中に、かなり

原理的なことを言われる文科系のメンバーが加わって、議論をしたために現在

のＥＳ細胞指針ができているように思います。 

 私自身のＥＳ細胞指針に対する評価を正直に話してしまいますと、科学者の

使い勝手が余りにも悪いもののような気がおります。実際に行われる科学者の

方々はどう思われていたのでしょうか。何でも自由になさりたいという希望も

科学の内在的な１つの欲求ではあるのでしょうけれども、でも、実際に行われ

る科学者の方々にも、内在的にここまではしてはいけないのじゃないかという

感覚はおありなのだろうと思うのです。 

 そういう感覚中で妥当性と合理性の限界を出すような形で議論ができていけ

ば、先ほど町野先生が言われたように具体的な問題から議論をしていくという

ことができていたはずで、そうであったとすれば、比較考量論でいきなり妥協

するとか、無理な論理で妥協するということにもならなかったように思います。 

 ですから、どうもここの会議でかつてＥＳ細胞指針をつくったときに、今度

ここで出てこられたような文科系の相当に原理的な意見の方が、委員会でいさ

さか強過ぎたのではないかという印象を持っております。それよりは、理科系

の先生方が研究についての指針を内在的に具体的な問題から議論していただく

ほうが良いのではないでしょうか。前回の奥田さんのご報告のときに少し申し

ましたけれども、科学研究の結果が社会に大きな影響を与えるとき、たとえば

それが本当の生きる命になって、この世の中に生まれていくというときには、

もう我々の社会の共存のルールになってきます。そのときには、科学研究の次

元を超えてくるので、法学者の発言も非常に重くなってくるかと思うのですけ

れども。どうもそこの切り分けがうまくできていなかったかというのが今回の
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ヒアリングを伺っての私の感想です。 

 もう少し実際に研究に従事している科学者の方々で内在的に具体的な問題か

ら科学の規制を考えていただきたかったと思います。また妥当性と合理性も科

学の進展によって変わってくるのだろうと思うのです、ＥＳ細胞の時代とｉＰ

Ｓ細胞の時代とでも違うでしょう。そのときに、科学の─まさに現場の一線

の方々の間で考えていただきたいという気がいたします。 

 話は少し変わってしまうのですが、科学の研究不正対応ガイドラインをつく

ったときにも同じことを感じました。文科省で平成18年の研究不正対応ガイ

ドラインを作成する会議に参加しておりましたけれども、原案が出てきたとき

に、むしろ現場でやられる研究者の方々が余り異論をおっしゃらないことに私

は非常に疑問でした。あの研究不正対応ガイドライン作成過程は非常に拙速だ

ったと私は思っています。連座制になってしたり、グレーを白だと立証できな

いと黒にしてしまうような書きぶりで、こんなことでよろしいのですかと私が

一人で強く発言しておりました。その結果、ああ、そういう副作用があるので

すねと納得してくださった委員もいらしたのですが、それでも限界がありまし

た。そのときもむしろ、理科系の先生方のほうで、これでは研究がやりにくい

ということを積極的に言っていただきたかったのです。もしかすると国民性な

のかもしれませんが、文科省の原案に警戒心がなさすぎる気がいたしました。

理科系の先生方が主体的にこういう指針案のガイドラインを創られるのが本当

に筋だという気がいたしました。今度の文科系のヒアリングを伺っていて、さ

らにそういう感じを強くしてしまいました。文科系の人間でここに参加してい

ながら申しわけありませんが。 

 以上です。 

（原山会長）ありがとうございました。 

 これは、専門分野の違いの間でどういうふうなコミュニケーションするか、

対話をするかの難しさが完全に出てきた話だったと思うんです。体験しながら

学習していくというプロセスは非常に重要だと思っております。 

 研究者そのものの研究に対する、まさにリサーチ・インテグリティというも

の自体が確固たるものを持っているかというと、全ての研究者が持っているわ

けではなく、それも人間としての倫理観を踏まえた上での研究者のインテグリ

ティ、研究者の倫理があると思うんです。 

 その辺というのは、誰しもがこれだというものを持っているわけじゃなくて、

過去の積み重ねでもって学習しながら伝えていくというプロセスの中にあって

揺らぐこともあるわけなんです。しかも、外的な要因が、状況が変わったとき

には新しい価値観が必要になってくる場合があって、まさにそういうパラダイ
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ムが変わってくるときに、では、これまで持ってきた価値観というのはそのま

ま使うことができるのかできないのかという議論が必要になってくる。そうい

うことを議論するのが我々の役割だと私は思っております。 

 そういう意味で、さまざまなバランス感を持ちながらやっていくんですけれ

ども、町野さんがおっしゃったように本質的なところというのは、いつも何か

避けながらやっていた。時間がなかったとか、いろいろな枠組みがあって、で

も正面から向き合わなくちゃいけないことは多々あるわけなので、可能な限り、

ここの会議の場というものをうまく活用しながら、少しずつでも本質的なとこ

ろの議論というものを一歩一歩詰めていかなくてはいけないのかなと思って、

これは我々にとっての宿題だと思います。 

 と同時に、いろいろな答申を出さなくてはいけないとか、実質的にやらなく

ちゃいけない。それは淡々とやっていきながら、できれば少しずつ時間をとり

ながら、そういう議論もしていければなと思います。 

 一番難しいところは、何が本質的な議論かというところの頭出しなんです。

それを間違えちゃうと不毛な議論になるので、そうならないように皆様からも

ご意見をいただきたいし、アイデアいただきたいと思っております。 

 と同時に問われるのが、研究者そのもののあり方です。それが本当にこうい

う生命にかかわるところにさわればさわるほど、さらなる倫理観を持たなくち

ゃいけないわけなんですけれども、そういうトレーニングが今の研究者の養成

の中でなされているかというと、不十分だと言わざるを得ないと。 

 ですので、そういった教育というものも必要性というものを発信していかな

くてはいけないのかな。じゃないと片手落ちになるんです。 

 という……ちょっとすみません、ここの議論というのはエンドレスなんです

けれども、継続させていただければと思います。 

 本日の議題１と２、これで終了させていただきますが、（３）「その他」は

何かありましたか。 

（尾崎参事官）その他はございません。 

（原山会長）では、ここでもって本日の会議は終了させていただきます。 

 事務局からの連絡事項があれば、お願いします。 

（尾崎参事官）本日の議事録につきましては、皆様にご確認をいただいた後、

公開させていただくことといたします。 

 次回は10月28日の火曜日、１時から４時で予定しておりまして、次回の会

合については、また場所が変わってしまいますが、４号館のほうで開催予定で

ございます。また、日が迫りましたら、正式にご案内させていただきたいかと

思います。 
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 次回の会議につきましては、答申的な案についてとか検討するということで、

とりあえず現時点では３時間を予定しております。 

 また、本日旅費が発生する委員の方には、旅費等確認票という用紙が添えて

ございます。お手数ですが、この場で記入いただき、そのまま机の上に置いて

お帰りくださいますようお願いいたします。 

 お帰りにつきましては、エレベーターを２階でおりていただき、最初に入っ

てきた本府の庁舎のゲートを出てから、門衛所で必ず一時通行証を返却してい

ただきますようにお願いいたします。よろしくお願いいたします。 

 以上でございます。 

（原山会長）ありがとうございました。 


